
叡
山
文
庫
所
蔵
の
『
事
忌
広
記
』
写
本
に
つ
い
て宮

紀

子

【
要
約
】
　
噸
事
林
広
記
隔
は
、
南
宋
末
期
に
陳
元
観
が
編
ん
だ
『
博
聞
録
臨
を
下
敷
き
に
、
大
元
ウ
ル
ス
か
ら
明
代
に
か
け
て
、
改
訂
版
が
絶
え
ず
出
さ

れ
た
絵
入
り
の
百
科
事
典
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
や
日
本
で
も
王
侯
貴
族
、
官
僚
、
僧
侶
等
に
愛
用
さ
れ
、
時
代
と
地
域
を
超
え
共
通
の
文
化
を
育
む
の
に

役
立
っ
た
。
い
く
つ
も
の
版
本
が
伝
来
す
る
が
、
さ
い
き
ん
、
京
都
五
山
の
禅
僧
の
手
を
経
て
対
馬
藩
の
宗
家
に
も
た
ら
さ
れ
、
朝
鮮
通
信
使
と
の
外
交

の
場
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
し
き
元
刊
本
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
よ
り
も
古
く
、
南
宋
、
金
朝
治
下
の
官
僚
制
度
や
朝
廷
の

儀
礼
に
関
す
る
図
、
解
説
、
い
ま
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
明
泰
和
律
令
嚇
や
欄
至
元
大
血
ハ
』
の
一
部
等
を
収
録
し
て
い
た
。
さ
ら
に
今
回
、
こ
の
貴
重

な
元
刊
本
の
欠
落
箇
所
を
ほ
ぼ
す
べ
て
補
う
写
本
が
、
天
台
宗
の
典
籍
を
集
積
す
る
叡
山
文
庫
か
ら
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
時
代
の

官
僚
制
度
や
政
体
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ま
で
使
用
に
供
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
一
次
資
料
に
対
す
る
認
識
は
、
大
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
［
巻
三
号
　
二
〇
〇
八
年
五
月

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

『
事
林
広
記
』
は
、
南
国
末
期
に
福
建
の
建
安
で
活
躍
し
た
陳
元
韻
の
『
博
聞
録
』
を
下
敷
き
に
、
大
元
ウ
ル
ス
か
ら
明
代
に
か
け
て
、
絶

え
ず
改
訂
版
が
出
さ
れ
つ
づ
け
た
絵
入
り
の
百
科
事
典
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
、
日
本
で
も
、
つ
ね
に
王
侯
貴
族
、
官
僚
、
僧
侶
た
ち
の
座
右
に

置
か
れ
、
時
代
と
地
域
を
超
え
て
共
通
の
文
化
を
育
む
の
に
最
大
の
賛
献
を
果
た
し
た
。
室
町
時
代
の
公
家
や
禅
僧
が
漢
籍
の
講
義
に
あ
た
っ
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て
作
成
し
た
準
備
ノ
ー
ト
や
学
生
た
ち
が
講
義
を
聞
い
て
そ
の
場
で
筆
録
し
た
ノ
ー
ト
ー
抄
物
、
あ
る
い
は
名
家
の
秘
伝
・
奥
義
書
に
も
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
日
本
を
中
心
に
複
数
の
テ
キ
ス
ト
が
の
こ
っ
て
い
る
が
、
大
元
時
代
の
姿
を
伝
え
る
版
本
と
し
て
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
ま
で
以
下
の
五
種
が
知
ら
れ
て
い
た
。

　
①
和
刻
本
晶
新
編
群
書
類
要
事
林
広
記
』
甲
集
十
二
巻
乙
集
四
巻
丙
集
五
巻
国
士
十
巻
戊
集
十
巻
重
重
十
巻
凝
集
十
巻
辛
集
十
巻
全
集

　
　
十
巻
癸
集
十
三
巻
計
九
四
巻
泰
定
二
年
（
一
三
二
五
）
の
刊
本
を
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
重
刊

　
②
西
園
精
舎
本
黒
垂
編
纂
図
工
類
群
書
類
要
事
林
広
記
』
前
集
十
三
巻
白
麹
十
三
巻
続
集
十
三
巻
（
巻
五
～
巻
九
日
）
別
集
十
…
巻
（
巻

　
　
五
闘
）
計
五
〇
巻
　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
　
至
幸
年
間
（
；
一
三
〇
～
三
二
）
刊

　
③
椿
荘
書
院
本
”
『
新
編
纂
図
増
類
群
書
類
要
事
林
広
記
』
前
集
十
三
巻
白
墨
十
三
巻
続
集
八
巻
別
集
八
巻
計
四
二
巻
台
湾
故
宮
博
物

　
　
院
蔵
至
順
年
間
（
一
三
三
〇
～
三
二
）
刊

　
④
鄭
石
積
誠
堂
本
支
子
耳
翼
新
群
書
類
要
事
林
広
記
瞭
甲
～
癸
集
各
上
下
二
巻
計
二
〇
巻
中
国
北
京
大
学
図
書
館
・
宮
内
庁
書
陵

　
　
部
・
佐
賀
武
雄
市
教
育
委
員
会
蔵
　
後
至
元
六
年
（
一
三
四
〇
）
刊

　
⑤
零
本
義
纂
図
増
新
群
書
類
要
事
林
広
記
廉
虚
語
上
下
二
巻
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
元
刊

そ
し
て
、
①
は
も
と
の
南
宋
時
代
の
『
博
聞
録
』
の
状
態
を
あ
ち
こ
ち
に
留
め
、
「
～
類
」
で
は
な
く
「
～
門
」
で
分
か
た
れ
て
お
り
、
至
元

年
間
に
成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
に
泰
定
二
年
の
段
階
で
の
情
報
を
加
え
て
編
集
し
な
お
し
た
も
っ
と
も
古
い
系
統
の
テ
キ
ス
ト
、
②
③
は
①
と
構

成
・
内
容
を
大
き
く
異
に
し
、
至
順
年
間
に
最
新
の
情
報
を
加
え
た
も
の
、
④
⑤
は
①
と
同
様
「
十
干
」
に
よ
っ
て
集
を
分
か
つ
が
、
内
容
は

②
③
を
踏
ま
え
た
テ
キ
ス
ト
、
と
い
う
大
ま
か
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
い
く
つ
か
の
仮
想
テ
キ
ス
ト
を
設
定
し
、
現
存
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

版
本
を
す
べ
て
直
線
で
連
結
す
る
系
統
図
を
提
示
し
た
研
究
者
さ
え
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
さ
い
き
ん
、
①
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
情
報
を
の
こ
し
つ
つ
、
同
時
に
①
と
②
③
を
結
び
つ
け
、
そ
の
関
係
を
解
き
明
か
す
鍵
と

な
る
学
界
未
知
の
元
刊
本
が
出
現
し
た
。
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叡山文庫所蔵の『事林広記』写本について（宮）

　
⑥
対
馬
宗
家
覇
蔵
本
銭
新
編
難
点
群
書
類
要
事
林
広
記
』
前
集
二
一
巻
後
集
二
二
巻
続
集
二
四
？
巻
（
巻
＋
六
、
巻
二
一
～
登
ご
二
、
巻
二

　
　
五
以
降
閾
）
別
集
二
〇
巻
（
巻
二
～
巻
四
闘
）
計
八
七
？
巻
　
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
　
施
薬

が
そ
れ
で
あ
る
。
②
③
④
と
こ
と
な
り
封
面
、
刊
記
が
な
い
た
め
、
刊
行
年
お
よ
び
発
行
機
関
（
書
斎
）
は
不
明
で
あ
る
。
「
慶
福
院
」
の
所

蔵
印
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
1
4
世
紀
に
外
交
も
し
く
は
留
学
目
的
で
大
元
ウ
ル
ス
に
赴
い
た
僧
侶
が
、
京
都
の
五
山
に
将
来
し
た
テ
キ
ス
ト
で
、

江
戸
時
代
に
朝
鮮
と
の
文
書
の
や
り
取
り
や
通
信
使
の
接
待
を
担
当
し
た
以
粗
景
の
輪
番
僧
が
、
参
考
書
と
し
て
対
馬
に
携
帯
し
て
い
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
ひ
じ
ょ
う
に
精
緻
、
鮮
明
な
印
面
に
く
わ
え
、
同
時
期
の
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
と
連
動
す
る
挿
絵
も
あ

り
、
こ
ん
ご
版
画
史
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
『
博
聞
録
』
時
代
の
半
群
1
2
行
×
1
8
字
の
版
を
最
大
限
に
活
か
し
つ
つ
、
新

た
に
1
3
行
×
2
3
字
（
「
醜
類
」
さ
れ
る
以
前
の
元
貞
～
大
徳
年
間
の
テ
キ
ス
ト
）
の
版
式
で
、
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
よ
っ
て
削
除
命
令
の
出
た
箇
所
や
欠

落
部
分
に
か
わ
る
情
報
を
盛
り
込
み
補
充
、
編
集
し
な
お
し
た
テ
キ
ス
ト
を
底
本
と
す
る
。
古
い
形
を
と
ど
め
る
鯛
富
強
広
記
』
の
需
要
も
つ

づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
足
り
な
い
部
分
は
、
最
薪
の
1
4
行
×
2
4
宇
（
大
徳
～
延
祐
年
間
の
増
類
本
）
の
版
で
補
填
さ
れ
た
。
三

種
の
版
式
が
混
在
す
る
こ
の
「
合
わ
せ
本
」
は
、
あ
る
意
味
、
編
集
当
初
か
ら
後
世
に
お
け
る
成
立
過
程
の
分
析
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
年
代

批
定
を
予
想
、
期
待
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。
し
か
も
、
ほ
か
の
諸
版
本
に
み
ら
れ
な
い
南
宋
、
早
朝
治
下
の
官
僚
制
度
や
朝
廷
の
儀
礼
に
関

す
る
図
、
解
説
が
、
栢
当
量
、
収
録
さ
れ
て
い
た
。
い
ま
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
『
泰
和
律
令
』
、
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
期
の
『
至
元
大
典
』
の

一
部
な
ど
も
載
っ
て
い
る
。

　
こ
の
貴
重
な
根
本
資
料
の
概
容
は
、
と
く
に
重
要
な
挿
図
と
と
も
に
、
既
に
ふ
た
つ
の
場
に
お
い
て
紹
介
し
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
禅
宗
の

み
な
ら
ず
、
栄
西
や
道
元
、
日
蓮
、
一
遍
、
法
然
、
親
善
等
多
く
の
祖
師
が
学
ん
だ
天
台
宗
は
比
叡
山
の
延
暦
寺
で
も
、
①
よ
り
早
い
『
事
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

広
記
』
を
所
有
、
利
用
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
延
暦
寺
の
僧
侶
、
光
宗
遍
照
が
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
三
百
巻
は
、
日
本
の
中
世
史
に
お
い
て
、
顕
密
は
も
と
よ
り
医
方
・

俗
書
・
歌
道
・
兵
法
・
術
法
・
工
巧
・
算
術
な
ど
百
科
全
書
的
な
内
容
を
も
っ
た
書
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
知
識
が
ど
こ
か
ら
得
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ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
が
ま
っ
た
く
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
巻
頭
の
「
縁
起
」
に
重
要
参
考
書
と
し
て
書
名
が
ち
ゃ
ん
と
挙

が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
『
事
林
広
記
』
の
原
文
、
挿
絵
が
纏
ま
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
た
と
思
し
き
第
六
雑

記
部
「
三
才
規
範
」
、
「
古
今
筆
談
」
が
欠
落
し
て
お
り
、
し
か
も
教
団
に
と
っ
て
と
く
に
重
要
な
他
部
、
密
部
、
戒
部
を
中
心
に
全
体
の
約
三

分
の
一
し
か
の
こ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
も
一
因
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
学
界
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
時
代
の
支
配
者
層
が
共

有
し
て
い
た
「
知
」
の
体
系
、
文
化
サ
ー
ク
ル
の
整
理
、
分
析
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
…
一
具
体
的
に
は
漢
籍
、
抄
物
等
の
調
査
の
重
要
性
に

対
す
る
認
識
が
希
薄
で
、
申
国
、
朝
鮮
半
島
と
の
政
治
・
文
化
上
の
交
流
と
い
う
分
野
が
現
実
に
は
未
開
拓
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、
が
最
大
の

原
因
だ
ろ
う
が
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
金
点
拾
葉
集
』
の
執
筆
年
代
か
ら
、
㎎
事
林
広
記
』
が
遅
く
と
も
文
保
二
年
／
延
祐
五
年
（
＝
一
二
八
）

の
段
階
で
臼
本
に
到
来
し
て
い
た
事
実
、
し
た
が
っ
て
天
台
宗
の
僧
侶
た
ち
が
至
言
刊
本
よ
り
も
古
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
た
こ
と
は
動
か
な
い
。

　
ま
た
、
延
暦
寺
の
傘
下
の
門
跡
寺
院
、
山
科
毘
沙
門
堂
に
は
、
巻
末
に
『
事
林
広
記
』
の
前
身
た
る
『
博
聞
録
』
の
抜
粋
を
載
せ
る
『
象
隷

文
体
』
が
蔵
さ
れ
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
周
辺
で
は
、
『
博
聞
録
』
、
『
事
林
広
記
』
が
、
そ
の
政
治
理
念
を
支
え
、
大
陸
の
最
新
の
知
識
を
得
る

重
要
な
書
物
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
か
れ
の
息
子
た
ち
一
三
曹
、
宗
良
両
親
王
は
か
つ
て
天
台
座
主
を
つ
と
め
、
ま
た
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
鎌
倉
幕
府
と
の
対
蒔
の
さ
い
に
比
叡
山
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
交
通
、
軍
事
の
要
で
も
あ
っ
た
延
暦
寺
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
元
亀
二
年
（
｝
五
七
一
）
、
足
利
義
昭
将
軍
お
よ
び
朝
倉
、
浅
井
の
両
軍
に
与

し
た
こ
と
か
ら
、
織
田
信
長
の
焼
き
討
ち
に
遭
い
、
最
澄
以
来
、
円
田
、
円
田
を
は
じ
め
歴
代
の
留
学
僧
や
外
交
使
節
、
博
多
の
商
人
、
末
寺

の
神
人
等
が
も
た
ら
し
秘
蔵
さ
れ
て
き
た
舶
来
品
を
は
じ
め
多
く
の
寺
宝
が
失
わ
れ
た
。
典
籍
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
豊
臣
、
徳
川

両
家
の
支
援
も
あ
っ
て
、
舟
橋
秀
賢
（
明
経
道
の
清
原
国
賢
の
息
子
で
、
圓
光
寺
の
閑
室
元
桔
と
と
も
に
銅
活
字
に
よ
る
出
版
事
業
に
寄
与
し
た
。
近
衛
家

や
勧
修
寺
家
な
ど
の
公
家
は
も
と
よ
り
、
五
山
、
比
叡
山
、
高
野
山
、
興
福
寺
等
を
結
び
つ
け
る
当
時
の
文
化
サ
ー
ク
ル
の
中
心
人
物
の
～
人
）
の
手
に
な
る

『
慶
長
日
件
録
』
が
伝
え
る
ご
と
く
、
は
や
く
も
慶
長
九
年
目
一
六
〇
四
）
頃
に
は
、
『
毛
詩
』
の
古
活
字
版
の
刊
行
に
携
わ
る
な
ど
、
復
興
の
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⑤

兆
し
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
海
大
僧
正
の
指
揮
下
、
ふ
た
た
び
天
台
宗
に
か
か
わ
る
資
料
を
中
心
に
内
典
、
外
典
の
収
集
が
開
始
さ
れ
、

比
叡
山
周
辺
で
所
蔵
す
る
貴
重
書
の
筆
写
が
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た
。
つ
て
を
最
大
限
に
活
か
し
、
公
家
や
五
山
の
所
蔵
す
る
典
籍
も
借
り
出

し
て
移
録
、
校
勘
が
な
さ
れ
た
。
集
積
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
典
籍
、
絵
図
、
古
文
書
類
は
、
大
正
十
年
（
｝
九
二
～
）
以
降
、
広
く
一
般
の
利
用

に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
滋
賀
院
門
跡
の
す
ぐ
そ
ば
の
叡
山
文
庫
に
一
括
移
管
さ
れ
た
。
真
如
蔵
、
天
海
蔵
は
こ
と
に
有
名
で
あ
る
。
現

在
も
な
お
整
理
作
業
が
続
け
ら
れ
、
蔵
書
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
目
録
も
順
次
公
刊
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
、
叡
山
文
庫
に
孟
宗
遍
照
が
み
た
テ
キ
ス
ト
が
の
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
が
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
じ
っ
さ
い
、
当
地
に
赴
く
と
、
そ
こ
に
は
写
本
な
が
ら
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
系
統
の
元
刊
本
の
姿
を
伝
え
る
『
事
林
広
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
眠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
木
田
章
義
ほ
か
編
『
学
び
の
世
界
－
中
国
文
化
と
日
本
－
臨
（
京
都
大
学

　
附
属
図
書
館
・
総
合
博
物
館
・
文
学
研
究
科
　
二
〇
〇
二
年
）
、
富
紀
子
「
附
属

　
図
書
館
の
珍
本
…
公
開
展
示
『
学
び
の
世
界
』
の
選
害
か
ら
一
」
（
『
静
脩
』

　
三
九
－
三
　
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
、
同
軸
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
』
（
名
古

　
屋
大
学
出
版
会
　
二
〇
〇
六
年
）

②
森
田
憲
司
「
王
朝
交
代
と
出
版
－
和
刻
本
事
林
広
記
か
ら
見
た
モ
ン
ゴ
ル
支

　
配
下
中
国
の
出
版
」
（
『
奈
良
史
学
臨
二
〇
　
二
〇
〇
二
年
＝
一
月
）

③
宮
紀
子
㎎
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
生
ん
だ
世
界
図
』
（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
二

　
〇
〇
七
年
）
、
同
門
対
馬
宗
家
旧
蔵
の
元
刊
本
『
事
林
広
記
』
に
つ
い
て
」
（
『
東

　
洋
史
研
究
』
六
七
－
一
　
二
〇
〇
八
年
六
月
）

④
「
渓
嵐
拾
葉
集
縁
起
」
（
文
保
三
年
正
月
金
剛
光
宗
記
）

　
一
、
兵
法
事

　
　
　
義
憲
法
印
　
義
源
僧
都
　
定
宗
法
印
　
栄
俊
阿
閣
梨

　
　
　
　
以
上
　
葺
石
公
田
　
神
明
相
討
等

　
一
、
術
法
事

　
　
公
慶
僧
都
　
慶
盛
阿
闇
梨
　
観
慶
阿
閣
梨

　
　
　
以
上

　
一
、
作
業

　
　
通
又
傳
　
指
事
林
広
記
　
智
乗
大
徳

　
　
　
　
以
上

　
一
、
工
巧
事

　
　
　
合
目
和
尚
　
公
慶
僧
都

　
　
　
　
以
上

　
～
、
算
術
事

　
　
公
慶
僧
都
　
性
圓
阿
閣
梨
　
事
隣
禅
師

　
　
　
　
以
上
大
綱
依
学
師
等
也
云
々

「
作
業
」
の
部
分
の
み
前
後
の
体
例
と
異
な
る
の
で
、
脱
文
、
行
の
混
乱
な
ど
が
あ

　
る
と
み
ら
れ
る
が
、
『
事
林
広
記
㎞
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

⑤
『
慶
長
日
件
録
』
第
一
、
九
年
「
二
月
廿
九
日
偏
、
「
三
月
廿
八
日
」
、
「
四
月
六

　
日
」
、
「
十
二
月
廿
三
日
」
、
第
　
一
門
十
年
八
月
廿
九
日
」
、
第
三
「
十
一
年
十
月
六
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日
」

⑥
①
の
和
刻
本
の
序
文
を
轡
い
た
宇
都
宮
由
的
が
、

一
六
八
○
年
代
、
京
都
遊
学

二
　
比
叡
山
延
暦
寺
恵
心
院
の
『
事
林
広
記
馳

中
に
み
た
の
も
写
本
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
未
紹
介
の
『
事
林
広
記
』
（
請
求
番
号
　
別
当
代
蔵
書
／
外
典
／
＝
∠
7
二
七
一
）
は
、
外
寸
縦
二
七
・
八
×
横
　
九
・
八
㎝
、
薄
黄
土
色

の
紙
表
紙
、
四
ツ
目
袋
綴
。
半
生
二
二
・
○
×
一
六
・
六
㎝
、
四
周
双
辺
の
組
題
に
金
釘
流
に
近
い
書
体
で
墨
筆
を
も
っ
て
写
さ
れ
る
。
奥
書
等

が
一
切
な
い
の
で
、
い
つ
誰
の
手
に
よ
っ
た
の
か
ま
っ
た
く
不
明
だ
が
、
紙
質
か
ら
す
れ
ば
江
戸
期
の
写
本
だ
ろ
う
。
全
八
冊
、
第
一
惰
目
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
か
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
し
ん

表
紙
右
下
に
墨
書
さ
れ
る
よ
う
に
横
川
兜
率
谷
の
恵
心
院
の
蔵
書
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
七
月
…
日
に
叡
山
文
庫
に
寄
託
さ
れ
た
。
恵
心

院
は
、
永
観
元
年
（
九
△
二
）
、
藤
原
世
家
が
本
願
主
と
な
っ
て
建
立
さ
れ
た
歴
史
あ
る
寺
院
で
、
叡
山
浄
土
教
を
大
成
し
た
源
信
が
住
侍
し
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
や
は
り
織
田
軍
に
よ
っ
て
灰
儘
に
帰
し
、
天
正
十
二
年
（
～
五
八
四
）
、
豊
臣
秀
吉
の
寄
進
を
う
け
再
建
さ
れ
た
。
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

天
海
大
僧
正
も
寛
永
五
年
（
一
六
一
天
）
に
こ
こ
の
住
持
を
首
楊
厳
院
の
別
当
職
と
兼
任
し
て
い
る
。
恵
心
院
は
そ
の
こ
も
二
度
火
災
に
あ
っ

て
お
り
、
現
在
の
建
物
は
近
隣
の
生
源
寺
横
に
あ
っ
た
別
当
大
師
堂
を
移
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
源
寺
は
、
岡
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
も
登
場
す

る
。　

本
書
に
は
、
金
沢
文
庫
の
蔵
書
と
同
様
、
歳
月
の
経
過
を
う
か
が
わ
せ
る
古
い
銀
杏
の
葉
が
二
箇
所
、
栞
の
よ
う
に
挟
ま
れ
て
い
た
が
、
平

氏
は
防
ぎ
き
れ
ず
、
開
く
の
が
困
難
な
頁
も
あ
る
。
第
一
冊
一
前
集
巻
一
～
六
、
第
二
冊
”
前
集
巻
七
～
十
五
、
第
三
冊
一
前
集
巻
十
六
～
二

　
、
第
四
冊
”
後
干
巻
一
～
六
、
第
五
冊
心
後
集
巻
十
七
～
二
二
、
第
六
冊
一
続
集
巻
一
～
十
、
第
七
冊
”
続
集
巻
二
一
～
二
三
、
第
八
専
一

別
集
巻
一
～
五
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
（
目
録
カ
ー
ド
が
前
集
十
三
巻
、
選
集
十
三
巻
と
記
す
の
は
、
つ
と
に
中
華
書
局
よ
り
影
印
さ
れ
て
い
た
画
聖
書

院
本
、
も
し
く
は
内
閣
文
庫
の
西
園
精
舎
本
の
情
報
に
引
き
ず
ら
れ
た
た
め
だ
ろ
う
）
。
た
だ
し
、
第
一
笹
目
巻
頭
の
「
総
目
」
の
各
項
目
に
朱
筆
で
書

き
込
ま
れ
た
該
当
の
集
・
巻
数
を
み
る
と
、
あ
る
段
階
ま
で
は
、
後
集
の
巻
七
～
十
六
も
確
実
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
は
別
の
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手
一
お
そ
ら
く
同
じ
江
戸
時
代
、
台
帳
を
た
よ
り
に
こ
の
製
本
を
閲
覧
、
元
刊
本
と
つ
き
あ
わ
せ
て
多
少
の
校
勘
作
業
を
な
し
た
人
物
も
、

第
一
冊
巻
頭
の
「
増
新
類
聚
事
林
広
記
総
目
」
と
照
会
し
な
が
ら
、
“
後
門
廿
二
巻
合
メ
五
巻
（
麺
冊
）
、
～
ヨ
リ
三
合
一
、
四
ヨ
リ
六
合
～
、

七
ヨ
リ
十
一
合
一
、
十
ニ
ョ
リ
十
六
合
～
、
十
七
ヨ
リ
廿
二
合
一
”
“
零
雨
　
未
知
甘
甘
巻
（
擁
冊
）
〇
一
ヨ
リ
六
合
一
、
七
ヨ
リ
十
合
一
、

有
二
巻
（
隠
冊
）
、
後
言
合
一
。
〇
十
一
ヨ
リ
廿
閾
巻
、
廿
～
ヨ
リ
廿
三
合
一
。
○
廿
四
ヨ
リ
已
下
閾
巻
。
右
続
集
合
三
巻
（
1
1
冊
）
”
、
”
廿
一

至
廿
三
　
廿
四
ヨ
リ
閾
、
続
集
二
巻
（
1
1
冊
）
有
之
”
、
“
別
集
　
一
至
五
　
初
為
二
巻
（
1
1
冊
）
、
後
合
一
巻
（
1
1
冊
）
、
巻
五
已
下
閾
”
と
い

う
筍
記
を
の
こ
し
て
い
る
。
ほ
ん
ら
い
後
集
は
前
集
と
同
じ
く
全
巻
揃
で
五
冊
、
続
集
、
別
集
は
そ
れ
ぞ
れ
少
な
く
と
も
三
七
以
上
、
二
冊
以

上
あ
っ
た
。

　
各
集
の
巻
数
、
「
総
目
」
の
配
列
、
ほ
と
ん
ど
の
巻
で
冠
さ
れ
る
「
新
編
意
図
群
書
類
要
事
林
広
記
」
の
表
題
だ
け
で
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
予
測

が
つ
く
が
、
じ
っ
さ
い
に
、
前
集
か
ら
順
に
頁
を
繰
っ
て
い
く
と
、
す
ぐ
に
こ
れ
が
対
馬
宗
家
田
蔵
の
元
刊
本
と
同
系
統
の
テ
キ
ス
ト
の
写
し

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
正
確
を
要
す
る
星
図
や
地
図
は
、
原
本
に
紙
を
あ
て
て
透
写
し
て
い
る
。
版
式
も
、
サ
イ
ズ
は
と
も
か
く
ほ
ぼ
原
本

に
忠
実
に
移
録
さ
れ
て
お
り
（
筆
写
、
も
し
く
は
校
勘
の
さ
い
に
”
此
面
＋
一
行
”
な
ど
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
）
、
1
2
行
、
1
3
行
、
1
4
行
が
混
在
す

る
。
つ
ま
り
、
も
と
の
元
刊
本
が
ま
だ
関
係
寺
院
に
眠
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
だ
。
前
集
、
後
書
は
、
対
馬
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
版
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

写
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
証
拠
に
前
集
巻
三
の
「
新
編
纂
図
群
書
類
聚
事
林
広
記
」
、
後
集
巻
四
の
「
新
編
纂
図
書
類
群
書
一
覧
事
林
犬
上
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
表
題
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
対
馬
本
で
落
丁
し
て
い
た
前
集
二
十
八
の
「
郷
居
雑
儀
」
（
至
古
刊
本
前
集
巻
＋
一
参
照
）
以
下
二
葉
、
後
集
巻

二
二
の
「
習
挽
進
力
」
以
下
二
葉
（
和
刻
本
戊
集
巻
三
3
3
裏
～
3
5
表
参
照
）
も
ち
や
ん
と
残
っ
て
い
る
（
ぎ
ゃ
く
に
後
高
巻
一
の
最
初
の
五
葉
、
巻
十

七
の
「
溝
澤
須
知
」
一
葉
を
欠
く
が
）
。

　
し
か
し
、
続
集
は
、
対
馬
本
が
1
4
行
の
「
増
類
」
本
を
も
っ
て
補
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
巻
三
の
《
九
月
聖
降
》
以
下
の
一
葉
、
巻
八
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

た
ま
か
ら
一
藁
が
、
ほ
ん
ら
い
の
1
2
行
の
版
木
の
姿
を
の
こ
し
て
い
る
こ
と
（
後
者
の
表
題
は
直
前
の
巻
七
と
同
様
「
類
編
纂
図
増
類
群
書
類
要
事
林

広
記
」
を
掲
げ
る
が
）
、
皇
女
、
巻
十
末
尾
の
表
題
が
そ
れ
ぞ
れ
”
事
林
広
記
巻
紅
毛
事
終
”
と
な
っ
て
お
り
対
馬
本
と
は
あ
き
ら
か
に
版
木
が
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諸版本対照表

続6神仙 続6神仙 競2道教 丁下道教

続7隠蔽 統7禅教 続3禅教 続3風教 馬下禅教 己5空門清派

続8禅教 続8旧教 続3禅教 続3禅教 二二禅教 己8蔵経名相

続9二二 続9禅教 続3禅教 続3二二 二二二二 己9禅門規範

続10文芸［琴］ 続10文芸 続4文芸 続4文芸 二上音譜 丁4文芸二二・戊5芸圃須知

続H文芸 続4文芸 続4文芸 野上

続12文芸［象剰 號4文芸 続4文芸 庚上 丁4文下直訣

続13文芸［古書］
戊6器物紀前上・丁4文芸磁訣・丁7
ﾃ文帯電

続14文芸【草割 続5文芸 庚下文芸 丁s草書体勢

続15文芸［籔隷湖 続5文芸 窓下文芸 丁9古籔偏榜

続16 続5文芸？ 庚下文芸？ 丁10蒙古鎧字？

続17文芸［図画］ 続5文芸 配下文芸 γ4文芸直島

続18文芸［投壷】 続6文芸
世上風月錦嚢

ｺ・打双陵傍
戊2文芸類（投壷出格・双陸）

続19医学［察調 後9医学 戊下握学 辛2薬石｛韓用上

層20医学幽幽ユ 戊下医学 癸7続疏叢要　・辛6薬忌反畏

続21
続21医学［薬
i］

辛1薬石弁正

続22
続22医学［炮
ｻ］

続10涯学 戊下医学

続23
続23医学〔薬
�

続10医学 戊下医学 辛5解毒坦坦・辛6薬忌反畏

続24梗［卜塞］ 続11卜史 己上1・史 壬91・無・壬7星命要括

競（田圃）？ 就11選択？ 己上？

続（雑術）？ 続12卜史？ 己下？

続（畳刺）？ 続13雑劇？ 己下？

瑚1官制 別1宮鱗 別1官制 別1総掘 戊上官制

別2 別2官制 別2官制 別2官制
借上官制・俸

溺3 別2官制 珊2官鯛 別2官制

別4 別2官制

別5窟億1｝
溺3官制［俸
求E封劇

別6官制
別3宮制［俸
求E封劇

別7官制
那3官制［俸
求E封劇

那8国典［朝儀〕 別4国典

闘9貨宝 別5貨宝 別5貨宝 掌上貨家

別10算法【算附尺法〕 別6算法 別5・6算法 北上算法

別11刑法 別3刑法 別3刑法 戊上刑法 壬1至元雑令・吉凶雑儀

”塊2公理 別4公理 溺4公理 盤上公理 辛10詞状新式

別13鱒躍茶・周
別7茶菓・別
W酒麹

別7茶菓・別
W酒麹

塁上茶菓
癸10茶晶集録・癸2異醸酸醒・癸3庖鵠

?用・癸4饗秦集山上

別14飲鱗［州法開法］ 別8酒麹 壬上酒麹 癸1麹二丁要

別15飲鮒般藤］ 別8酒麹
珊8酒麹・別
X飲鰻

川下飲鱗
癸4蕊寮集柵工・癸5般駅捜寄・癸3
P鯛二手1棚

別16飲鰻［疏剰 別7茶果 壬．一ヒ茶菓
癸5般藁契捜奇・癸4軸索集珍上・癸6

q蔵述異

別17獣畜［二巴 別11獣畜 隷下獣畜 庚6畜牧便三

二18拾遺［氏族］ 前7人紀 前7人紀 乙上人紀 壬10乱離膏嘱

別19拾遺［接談］
煎11儀礼・続

W文芸
謝1儀礼

二二儀礼・庚

ｺ文芸
庚9事物綺談

別20拾遺［閉粧］ 後10濁肱 後10濁敢 癸7綺疏叢要
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叡山文庫所蔵のぎ事林広記』写本について（宮）

表1　『里林広記」

対馬宗家文庫本 叡山文庫本 椿荘書院 西園精算 鄭上積誠堂 和刻本

箭1天文［太極・天文］ 箭1天文 龍1天文 蔚1天文 甲上天文 甲1天文図説

1霧2暦候 甫奪2些些 ｝海2暦候 前2三型 甲上意候
甲5律暦気数・甲12翠壷昼夜・壬5度徴

ﾌ餐

蔽3節序 甫舞3節序 鳶宣2節序 前2節序 甲上節序 『P3節斎言万花」二・甲4節一言己載下

龍4地輿 箭4地輿 前3鳳輿 前3地輿 癸上地輿 甲2地理図経

離5郡山中 甫彦5郡邑中 ｝i茸4郡漫 前4郡邑 癸上郡邑 乙3江北郡県・乙4江南郡県

龍6方国［甲州舶官本ユ 龍6方国 前5方国 前5方国 癸下方囲 辛8島夷雑誌・辛9山海霊異

龍7勝蹟 龍7勝蹟 前6勝田 前6勝蹟 癸下勝蹟

甫な8イ由境 龍8仙境 前6仙境 前6仙境 癸下仙境 壬6仙霊遺蹟

宙9人映 箭9人紀 前7人紀 前7人紀 坐上入紀 庚2四民安業

前10人事 ｝預0人事 前8人事上 前8人事上 乙上入事 庚7立身籏言左

前11人購 ｝狙1人事 前8人事上 前8人離上 二上入事 庚5治聖堂立

前12人事 肩偵2人箏 前8入事上 前8人事上 乙上人事

前13人事 醐3人事 前9人那下 前9人事下 二上入事 庚8仕途提要

前14人事 ｝1市14人事 前9入事下 前9人事下 嵩上人事 庚4剰械嘉雷

1撒5家礼〔冠・昏］ 前15家札 前10家礼 前10家礼 里下家礼 壬2婚姻1日体

前16家礼酸｝ 宙！6家祉 前10家礼 前10家礼 二二家礼 壬4五翌旦降・壬3喪祭通礼

前17家礼£鮒 前三7家礼 前10家豪し 前10家礼 雪下家礼 壬3喪祭通礼

前18儀礼 前1S儀礼 前11儀礼 前1正儀礼 閾下儀礼

前19農桑 前19農桑 前12農桑 荊12農桑 甲下農桑 庚3農桑急務

前20花果 前20花果 蔚ユ3花果 荊13花果 甲下花果 癸ll花菓品題

前21罵言〔幽草］ 前21竹木 前13竹木 前13竺木 甲下嘉木 癸11花台品題

後1帝系 後1帝系 後1帯磁 後1帝系 丙．ヒ帝系
甲6歴代提綱上・甲7歴代提門中・甲8

�纈�j下

後2年紀 後2年紀 後2紀年 後2紀年 無上紀年 軍giE統年歳

後3歴代 後3歴代 後2歴代 後2歴代

後4壁賢 後4璽賢 後3二二 後3聖賢 丙下灘賢 丙1素望事実・丙3蟹賢褒賛

後5聖賢 後5壁賢 後4塗賢 後4壁賢 里下壁賢 丙1素王事実・丙3聖賢旧聞

後6聖賢 後6型賢 後4言霊 後4聖賢 下下聖賢 丙4名将建封

後7聖賢 後5先賢 後5先賢 下下先賢 丙2伊学淵源・丙3聖賢闇闇

後8宮室 後6宮蜜 後6宮室 甲1腺都城閾

後9学校 後6学校 後6学校 甲2地理図経・壬9卜飽

後10文縦経・子］ 後7文籍 後7文籍 己上文籍
丁1綴…謎芋言二子・コ「2諸史曇葦撰，丁5勧学

ｷ径
後11辞章 後7辞章 後7二三 二上辞章 丙5文章縁起

後12台子 後7弄草 後7里芋 二上豊島

後13儒教 後8儒教 後8儒教 二上儒教

後14幼学 後9幼学 後9幼学 二上幼学 丁3速成摸槽・丁5勧学捷径

後15幼学 後9幼学 後9幼学 二上幼学 丁6．切字活法・艦化点圃

後16文房 後9文房 後9文房 二一L文房 戊5芸圃須知

椥7服飾 後17服飾 後10服飾 後10服驚 召下神仙技術
戊1祭器儀式・戊6器物紀源上・戊7器

ｨ原始下・癸8宮院事宜・癸6敷蔵述異

後18暑謝 後18器用 後1．互器用 後11器用
戊1祭器儀式・戊6器物紀源・戊7器物

ｴ始下

後19音楽［楽制1 後19音楽 後12音楽 後12音楽 堂上音楽
戊7器藤原投下・戊8音楽挙要・戊10古

繩y舞

後20春楽階渕 後20音楽 後1蹄譜 衡2音譜 庚上蓋譜 戊9落窪図譜

後21兵法［軍陣1 後21兵法 後13武芸 後蕉3武芸 戊4軍闘i欝欝

後22兵法謝芸」 後2一法 後13武芸 後13武芸 戊3狐曲譜糊

目1道教 続1道教 続1道教 続1道教 田下遺教 己4道教洪綴・山師諸系

続2道教 続2道教 続1道教 続1道教 丁霊道教 己6聖真図会上

続3道教 続3道教 続1道教 続1遊教 丁下道教 己6聖真降会上・巳7塗真降会下

続4道教 続4道教 続2道教 続2道教 丁下遂教 己3真入摂養

続5修真 続5修真 続2道教 続2道教 丁下道教 己1黄庭要旨・已2辟粒服餌
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内
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三
三
三
弦
急
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昧
慮
潔
隈
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纂
鞭
凋
隊
薯
“
黛
箭
庫
倣
覆
熊
踊
倣
泳
法
惣
k
妹

謬
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踊
歌
癒
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面
懸
深
壕
壮
志
瞭
画
革
墜

鶉　　
　
　
　
　
　
害
滋
甚
今
禾
け
動
画
箆
地
者
可
損
　
　
一

Pt　1　僧侶たちが頻繁に参照した医薬の情報

落
）
、
後
親
元
年
間
の
鄭
氏
積
誠
堂
本
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
内
容
を
も
ち
、

れ
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
挿
絵
が
附
さ
れ
た
時
期
を
知
る
う
え
で
、
や
く
に
た
つ
。

　
と
は
い
え
、
何
よ
り
も
こ
の
叡
山
文
庫
の
テ
キ
ス
ト
の
史
料
価
値
を
無
条
件
に
高
か
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
別
集
の
五
巻
で
あ
る
。
す
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

表
題
は
至
順
刊
本
と
同
じ
「
薪
編
纂
急
増
類
群
書
類
要
事
林
広
記
」
を
冠
す
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
内
容
を

も
つ
初
期
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ー
対
馬
本
と
同
じ
、
も
し
く
は
そ
れ
に
先
行
す
る
情
報
の
塊
で
あ
る
。
前
、
後
、
雲
集
で
必
要
最
小
限
の
参
照

に
止
め
ら
れ
た
「
輪
台
」
本
の
テ
キ
ス
ト
が
、
別
集
で
は
ま
る
ご
と
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
。
ほ
か
の
集
に
比
し
、
筆
写
の
さ
い
に
判
読
さ
れ

て
い
な
い
文
字
が
格
段
に
多
く
、
と
き
に
は
割
注
を
写
す
こ
と
を
放
棄
し
た
箇
所
さ
え
み
ら
れ
る
。
参
照
し
た
元
刊
本
の
版
木
が
か
な
り
摩
滅

異
な
る
こ
と
か
ら
み
て
、
よ
り
早
期
の
版
だ
ろ
う
。
く
わ
え
て
、

あ
り
が
た
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
対
馬
本
で
欠
落
し
、
前
後
か
ら

内
容
を
類
推
す
る
し
が
な
か
っ
た
巻
一
＝
～
二
三
【
図
1
】
が

そ
っ
く
り
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

　
（
巻
二
二
の
一
葉
目
と
二
葉
目
の
間
に
一
葉
分
落
丁
が
あ
る
）
。
表
題

は
い
ず
れ
も
「
新
編
纂
図
群
書
類
要
事
林
広
記
」
で
、
巻
二
一

「
医
学
類
・
薬
品
」
は
第
二
葉
、
第
三
葉
を
の
ぞ
き
、
1
2
行
、

13

s
の
版
式
が
混
在
、
巻
二
二
「
医
学
類
・
樺
戸
」
、
巻
二
三

「
医
学
類
・
薬
忌
」
は
す
べ
て
1
2
行
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
十
中
八
九
、
簡
博
聞
録
』
時
代
か
ら
あ
っ
た
記
事
だ

と
み
て
よ
い
。
じ
ゅ
う
ら
い
知
ら
れ
て
い
た
泰
定
二
年
の
重
編

本
と
、
至
順
年
間
の
西
園
精
舎
本
（
椿
荘
書
院
本
は
こ
の
部
分
欠

医
学
、
薬
学
の
記
事
に
お
け
る
改
訂
の
過
程
、
何
が
切
捨
て
ら
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叡山文庫所蔵の『事林広記』写本について（宮）

し
て
い
た
に
相
違
な
い
。

　
巻
一
「
官
制
類
」
は
、
総
論
た
る
《
宮
制
源
流
》
（
1
2
行
）
か
ら
宋
代
の
［
文
臣
奏
補
］
［
文
臣
奏
名
］
［
進
士
器
官
］
［
武
臣
奏
資
］
［
八
資

法
］
［
重
質
法
］
［
武
臣
入
仕
］
［
武
甘
露
官
］
［
職
名
］
（
以
上
1
4
行
）
［
宋
朝
文
武
下
品
三
図
］
［
武
挙
露
量
］
［
職
名
］
［
爵
勲
］
［
食
邑
］
　
（
以

上
1
3
行
）
ま
で
、
版
式
こ
そ
違
え
、
対
馬
本
と
ま
っ
た
く
内
容
を
同
じ
く
す
る
（
［
武
名
授
官
］
［
職
名
］
の
3
行
が
重
複
し
て
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
1
4
行
の
部
分
も
本
来
は
対
馬
本
と
同
様
1
3
行
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
に
対
馬
本
で
は
欠
落
し
て
し
ま
っ
て
い
た

や
は
り
宋
代
の
宮
僚
制
に
か
か
わ
る
唯
一
無
二
の
情
報
が
1
4
行
の
版
式
で
六
葉
分
つ
づ
く
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
文
臣
が
充
て
ら
れ
る
内
任
官
庁
の
［
侍
従
宮
］
［
門
下
省
］
［
中
書
省
］
［
尚
書
省
］
［
尚
書
六
部
］
［
枢
密
院
］
［
翰
林
院
］

［
御
史
台
］
［
秘
書
省
］
［
高
館
］
［
勅
令
局
］
［
九
寺
］
［
墨
壷
］
［
東
宮
宮
］
［
親
王
府
］
［
宗
正
司
］
［
諸
王
官
］
［
太
学
］
［
九
寺
台
］
そ
れ
ぞ

れ
に
属
す
る
職
名
が
列
挙
さ
れ
る
（
［
宗
正
司
］
の
主
管
大
宗
正
府
に
は
”
宗
室
財
用
”
と
、
［
親
王
官
］
の
知
南
外
宗
正
事
に
は
”
泉
州
興
国
”
、
知
洒
外

垣
正
司
に
は
”
福
州
置
司
”
と
の
割
注
が
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
そ
の
当
時
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
を
も
の
が
た
る
）
。
内
任
職
の
あ
と

に
は
、
《
文
臣
外
任
》
と
し
て
［
監
司
］
［
帥
司
］
［
諸
司
属
官
］
［
州
官
］
［
縣
官
］
［
監
当
官
］
が
、
《
武
臣
内
任
》
と
し
て
［
営
業
］
［
三
顧
］

［
四
廟
主
管
］
［
枢
密
院
］
［
閤
門
］
［
職
名
］
［
内
侍
官
］
［
黄
門
］
、
《
武
臣
外
任
》
と
し
て
［
諸
事
兵
富
］
［
諸
暴
兵
官
］
［
諸
将
下
兵
官
］
が

つ
づ
く
。
さ
ら
に
［
医
官
］
［
技
芸
官
］
［
責
三
宮
］
、
《
文
武
上
階
通
用
》
の
職
と
し
て
［
諸
司
］
［
倉
庫
］
［
場
務
］
［
坊
門
館
騨
］
［
内
侍
省
］

が
、
そ
し
て
再
び
跳
ん
で
［
太
馨
局
］
［
太
史
局
］
［
堂
前
官
］
が
並
ぶ
（
こ
の
箇
所
、
底
本
に
乱
丁
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）
。
さ
い
ご
は
、
南

宋
朝
廷
が
認
可
、
崇
奉
し
た
道
観
を
列
挙
す
る
《
内
外
宮
観
》
と
《
命
婦
三
下
》
の
項
目
を
も
っ
て
締
め
く
く
る
。

　
対
馬
本
で
は
、
こ
の
六
葉
の
代
わ
り
に
、
至
順
刊
本
と
同
じ
王
零
点
の
手
に
な
る
《
皇
元
朝
儀
之
図
》
一
葉
お
よ
び
そ
の
解
説
《
元
日
名
賀

礼
物
》
《
称
賀
表
日
》
《
朝
儀
》
《
拝
舞
式
》
（
以
上
1
4
行
）
の
一
葉
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
中
央
官
僚
の
リ
ス
ト
た
る
《
随
朝
職
品
》
（
1
4
行
）
四
葉

分
の
新
情
報
が
補
わ
れ
て
い
た
（
至
順
刊
本
か
ら
、
こ
の
記
事
が
途
中
で
断
ち
切
ら
れ
て
お
り
つ
づ
く
四
葉
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
対
馬
本
は

気
に
せ
ず
そ
の
ま
ま
「
事
前
別
集
一
巻
終
」
と
刻
す
。
《
随
在
職
品
》
と
対
に
な
る
筈
の
《
外
任
諸
衙
門
諸
職
》
も
の
こ
っ
て
い
な
い
）
。
愚
稿
に
お
い
て
、
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『金史」の「百官志」と合致する「俸給表」園2

『
史
記
桃
源
抄
』
（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
清
原
文
鷹
蔵
）
に
引
用

さ
れ
る
『
群
書
類
要
』
（
『
事
林
広
記
瞼
）
の
宋
の
［
太
史
局
］
の

記
事
か
ら
、
対
馬
本
の
欠
落
部
分
を
推
測
し
た
が
、
ま
さ
に
そ

の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
、
こ
こ
に
裏
付
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
叡
山
文
庫
本
の
別
集
巻
二
「
官
制
類
」
（
1
2
行
）

こ
そ
、
対
馬
本
で
欠
落
し
て
い
た
巻
二
～
四
に
相
当
す
る
部
分

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
つ
づ
く
三
三
「
官
制
類

俸
給
一
一
」
（
1
2
行
）
【
図
2
】
は
、
ち
ょ
う
ど
対
一
本
の
巻

樽
～
七
「
官
制
類
」
（
巻
五
・
六
は
半
葉
！
2
行
、
巻
七
は
1
3
行
）
の

三
巻
分
に
完
全
に
対
応
（
一
行
の
字
数
を
四
文
字
増
や
し
て
頁
数

を
圧
縮
）
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
出
現
は
、
じ

ゅ
う
ら
い
の
大
元
ウ
ル
ス
初
期
の
官
僚
制
度
、
国
政
、
ひ
い
て

は
こ
れ
ま
で
使
用
に
供
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
一
次
資
料
に

対
す
る
認
識
に
大
き
な
変
更
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
資
料
的
価

値
は
き
わ
め
て
高
い
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
全
文
の
校
訂

テ
キ
ス
ト
を
提
示
、
紹
介
し
、
そ
の
あ
と
分
析
を
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
な
お
、
三
三
で
は
、
旧
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
《
朝

風
俸
給
》
《
外
任
俸
給
》
《
獄
官
食
直
》
の
ほ
か
、
大
き
く
分
け
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叡山文庫所蔵の『事林広記雲写本について（宮）

て
《
濃
密
品
格
》
《
更
々
栄
封
》
《
叩
合
食
邑
》
《
補
転
官
資
》
《
職
官
加
遷
》
《
叙
麿
新
制
》
《
給
変
質
格
》
の
項
目
の
も
と
に
、
盤
質
刊
本
以
降
、

完
全
に
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
金
朝
治
下
の
俸
給
表
や
笹
身
シ
ス
テ
ム
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
が
提
示
さ
れ
る
。
『
金
壷
』
巻
五
八
「
百
官
主
典
」

《
百
官
俸
給
》
、
《
官
諾
》
、
開
大
金
臓
器
』
な
ど
に
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る
が
、
と
う
じ
、
編
集
段
階
で
ち
ょ
く
せ
つ
参
照
さ
れ
た
の
は
、

『
泰
和
律
令
』
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
馬
本
、
叡
山
文
庫
本
の
状
況
か
ら
み
て
、
「
官
制
類
」
は
、
さ
い
し
ょ
の
「
増
類
」
（
新
増
）
時
に

は
、
後
述
す
る
巻
二
の
～
部
を
の
ぞ
い
て
、
ま
っ
た
く
差
し
替
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
で
は
、
そ
の
さ
い
し
ょ
の
「
気
受
」
と
は
、
い
つ
ご
ろ
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
、
つ
づ
く
試
写
「
国
典
類
　
朝
儀
」

宋
、
大
元
ウ
ル
ス
の
天
寿
節
の
朝
儀
、
金
朝
が
制
定
し
た
地
方
官
庁
で
の
詔
赦
の
迎
接
儀
礼
、
開
読
の
式
次
第
な
ど
を
収
録
す
る
一
で
あ
る
。

こ
の
巻
も
ま
た
版
式
は
別
と
し
て
（
一
行
の
字
数
を
増
や
す
、
改
行
臣
下
を
一
字
空
格
に
変
え
る
な
ど
の
処
理
に
よ
っ
て
下
馴
を
節
約
す
る
）
対
馬
本
巻

八
に
対
応
す
る
が
、
《
大
元
慶
節
》
に
お
い
て
、
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
の
誕
生
日
で
あ
る
こ
と
を
示
す
“
八
月
二
十
八
日
該
遇
”
が
削
除
さ
れ
て
い

る
の
で
、
成
宗
テ
ム
ル
以
降
の
編
集
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
な
お
、
対
馬
本
巻
一
の
か
の
《
皇
元
朝
儀
之
図
》
と
解
説
は
、
ほ
ん
ら

い
「
国
典
類
」
に
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
叡
山
文
庫
本
で
は
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
い
し
ょ
の
「
増

類
」
時
の
挿
入
で
な
い
こ
と
、
確
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
座
五
「
貨
宝
類
」
は
、
対
馬
本
巻
九
に
対
応
す
る
が
、
「
新
子
」
作
業
に
あ
た
っ
て
、
末
尾
の
《
大
元
聖
朝
》
の
［
中
山
元
生
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

紗
］
の
あ
と
に
附
さ
れ
た
解
説
を
削
除
し
、
あ
ら
た
に
［
至
元
通
霊
宝
紗
］
の
項
目
を
立
て
る
。
中
統
紗
と
諸
元
紗
の
併
用
は
、
至
芸
二
四
年

目一

�
ｪ
七
）
に
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
情
報
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
が
ら
即
時
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
時
間
の
ズ
レ

ー
多
層
の
編
集
過
程
か
ら
な
る
継
接
ぎ
の
資
料
の
場
合
、
収
録
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
は
成
立
年
代
の
指
標
と
な
り
う
る
い
っ
ぽ
う
、
成

立
時
期
、
刊
行
年
代
の
枠
組
み
を
過
度
に
細
か
く
限
定
し
て
し
ま
う
と
、
全
体
と
し
て
は
砂
上
の
楼
閣
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
一
も
、
つ
ね

に
念
頭
に
お
い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
（
『
大
蔵
経
』
の
よ
う
な
典
籍
は
も
と
よ
り
、
た
と
え
ば
地
名
、
行
政
区
画
の
変
遷
か
ら
成
立
時
期
を
割
り
出
す
こ

と
の
多
い
地
図
で
も
そ
う
で
あ
る
）
。
配
属
刊
本
の
「
貨
宝
類
」
は
、
こ
の
改
訂
さ
れ
た
叡
山
文
庫
本
の
ほ
う
を
踏
襲
し
て
お
り
、
版
式
も
行
数
奇
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外
の
処
理
は
酷
似
す
る
。
「
増
類
」
本
が
た
び
か
さ
な
る
情
報
量
の
追
加
に
と
も
な
い
、
書
物
そ
の
も
の
の
サ
イ
ズ
は
変
え
ず
に
、
当
初
の
ゆ

っ
た
り
七
た
版
式
を
改
め
、
　
葉
の
字
数
、
行
数
を
増
や
し
小
さ
な
文
字
で
び
っ
し
り
埋
め
尽
く
し
、
と
き
に
は
記
事
そ
の
も
の
を
節
略
、
削

除
し
た
り
し
て
、
頁
数
の
帳
尻
を
合
わ
せ
携
帯
に
便
利
な
量
に
抑
え
つ
づ
け
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
や
は
り
別
集
の
み
「
増
類
」
本
で
あ
る
こ
の
叡
山
文
庫
の
申
事
林
広
記
駈
そ
れ
自
体
が
強
烈
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

絶
え
ず
増
殖
、
進
化
し
つ
づ
け
、
さ
ら
に
購
入
者
の
選
択
に
よ
っ
て
千
差
万
別
の
組
み
合
わ
せ
、
セ
ッ
ト
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
複
雑
な
類
書

の
性
格
を
、
系
統
図
を
作
成
す
る
こ
と
の
不
毛
さ
ー
ー
そ
う
し
た
営
為
が
“
街
学
”
で
し
か
な
い
と
い
う
現
実
を
、
否
応
な
く
つ
き
つ
け
ず
に

は
お
か
な
い
の
だ
か
ら
。

　
①
『
横
河
堂
舎
並
各
坊
世
譜
』
「
山
門
天
正
再
興
已
来
首
楊
厳
院
各
署
住
持
記
兜
　

の
巻
の
表
題
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
率
谷
分
・
恵
心
院
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
古
者
、
鋳
銭
以
利
天
下
、
民
用
流
転
、
然
多
則
不
能
致
遠
、
後
世
難
以
楮
幣
兼

　
②
後
集
書
二
十
、
一
＝
の
末
尾
の
二
箇
所
の
表
題
が
対
馬
本
と
同
じ
「
薪
編
群
轡
　
　
行
、
其
価
或
高
議
低
。
今
大
元
測
器
通
行
宝
紗
、
自
試
文
参
文
以
至
壷
貫
武
貫
、

　
　
類
要
事
林
広
記
」
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
全
巻
で
冠
さ
れ
る
「
新
編
纂
図
群
書
類
　
　
　
　
　
民
間
接
受
、
大
小
交
易
、
各
得
其
便
、
利
亦
博
夷
。
濾
贈
賄
下
、
敦
不
蒙
福
、
此

　
　
要
事
林
広
記
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
筆
写
の
さ
い
に
、
そ
の
左
側
に
見
え
る
次
　
　
　
　
　
萬
萬
世
無
窮
之
利
也
。
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三
　
別
集
巻
二
「
官
制
類
」

【
校
訂
テ
キ
ス
ト
】

　
割
註
は
読
み
に
く
い
の
で
（
）
内
に
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
し
て
示
す
。
文
字
の
校
訂
に
つ
い
て
は
（
）
が
原
字
、
［
］
が
校
訂
後
の
文
字
で
あ
る
。

　
写
本
で
は
、
欠
字
や
叡
感
の
さ
い
判
読
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
文
字
を
・
も
し
く
は
一
を
以
っ
て
表
示
し
て
い
る
が
、
標
点
と
の
混
同
を
避
け
て
翻
と
し
、

　
空
格
は
そ
の
ま
ま
表
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
網
ト
ー
ン
を
か
け
た
部
署
は
そ
の
直
前
の
機
関
に
属
す
る
。
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○
官
職
斬
制

　
至
元
元
年
九
月
、
省
内
開
讃
欽
奉
　
中
統
五
年
八
月
日

聖
旨
諭
中
書
省
節
該
一
以
降
條
格
、
野
鼠
州
縣
、
定
立
官
吏
員
数
、
明
分
品
従
、
加
里
官
、
授
宣
勅
、
給
俸
禄
、
定
公
田
、
設
儀
従
、
傍
三
↑

　
月
一
次
、
考
功
過
、
為
殿
最
、
以
早
計
輻
施
行
、
使
為
早
霜
能
者
、
知
黒
影
、
貧
愚
者
、
知
有
罰
、
選
民
者
、
絶
早
急
世
理
、
享
有
生
之
楽
。

　
今
将
本
省
合
行
條
書
、
逐
一
開
列
如
后
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
つ
の
ま
ち
に
か
え
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ル

　
〇
一
．
管
民
官
、
三
年
一
遍
、
別
全
城
子
裏
換
者
。
諸
王
議
将
随
庭
官
員
、
擬
三
十
企
月
為
一
考
、
較
其
功
過
、
以
等
身
降
管
轄
。
其
達
魯

　
　
ガ
　
チ

　
　
花
赤
、
不
在
遷
輻
之
限
。

　
〇
一
．
随
暴
言
府
畢
宿
官
員
不
一
、
今
特
置
定
各
各
員
数
。
凡
諸
京
総
府
耳
語
員
；
胃
薬
、
同
知
、
身
中
、
府
判
、
散
府
三
員
；
回
天
、
同

　
　
知
、
府
判
、
武
官
三
員
；
上
州
一
州
歩
、
同
型
、
州
判
、
下
馴
”
知
州
、
同
製
、
州
判
、
縣
官
三
二
；
縣
罪
、
主
簿
、
縣
尉
、
傍
各
依
験

　
　
品
従
、
給
降
俸
禄
、
公
田
、
儀
従
、
及
擬
（
吾
）
［
五
］
品
以
上
癖
毛
、
六
品
以
下
授
勅
。

　
〇
一
．
諸
縣
サ
、
品
常
器
下
、
所
（
住
）
［
任
］
叢
話
、
民
之
休
戚
係
焉
。
往
往
用
非
其
人
、
致
佳
話
澤
不
能
下
甑
、
民
情
不
能
上
通
、
培

　
　
至
極
陵
、
為
害
非
～
。
今
（
撰
）
［
擬
］
；
於
省
併
談
州
縣
内
、
選
差
循
良
廉
幹
之
人
、
以
寮
母
歩
、
給
俸
禄
公
田
、
専
一
撫
尊
墨
民
、

　
　
布
宣
寡
言
。
傍
輩
以
五
事
考
悪
手
為
升
殿
、
戸
口
増
、
田
野
關
、
詞
訟
簡
、
盗
賊
息
、
賦
役
平
、
五
事
葉
者
嵩
上
選
、
内
三
事
有
成
為
中

　
　
選
、
五
者
倶
不
挙
者
瓢
。

　
〇
一
．
諸
官
員
頒
降
俸
禄
之
後
、
不
得
循
習
受
納
韻
献
。

　
　
　
　
《
大
元
文
武
官
品
之
図
》
【
図
3
】

　
　
　
　
《
朝
官
職
事
》

【
三
師
】
（
師
範
一
人
、
儀
刑
四
海
）
　
　
太
師
　
　
太
傅
　
　
太
保
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隈
’
罫
蝉
》
》
凶
ル

鰍
魅

　
ゐ
．
妻
定
一
軸
ゐ
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滋
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【
三
公
】
（
論
道
経
（
升
）
［
邦
］
、
（
■
）
［
墜
］
理
陰
陽
）
　
　
太
尉
　
　
司
徒
　
　
司
空

【
中
書
省
】
（
総
領
紀
綱
、
儀
刑
端
禁
）
　
　
中
書
令
　
　
左
丞
相
　
　
右
丞
相
　
　
平
章
政
事
（
二
人
）

　
　
右
為
宰
相
、
掌
丞
天
子
、
平
章
萬
機
。

　
左
丞
　
　
右
丞
　
　
参
知
政
事
（
二
人
）

　
　
右
為
執
政
官
、
為
宰
相
之
武
、
佐
治
省
事
。

　
左
司
（
掌
総
察
吏
・
戸
・
礼
三
部
受
事
付
事
）
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
　
　
都
事

　
右
司
（
掌
総
察
兵
・
刑
・
工
三
部
受
事
付
事
）
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
　
　
都
事

　
尚
書
省
砥
侯
郎
君
管
（
句
）
［
勾
］
官
　
　
（
加
）
［
架
］
閣
庫
　
　
管
勾
（
今
只
（
股
）
［
設
］
一
員
）
　
　
同
管
勾
（
奮
設
二
人
、
今
設
一
人
）

　
六
部

【
吏
部
】
　
（
掌
天
下
文
武
官
吏
、
（
殿
）
［
選
］
授
勲
封
、
考
察
（
鷹
）
［
廉
］
能
、
出
給
制
［
譜
之
事
］
）

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
（
二
人
制
　
　
主
事
　
　
員
外
郎
（
二
人
目
　
　
架
閣
庫
　
　
管
勾
　
　
同
工
勾
　
　
検
法

【
戸
部
】
　
（
掌
民
（
■
）
［
籍
］
（
員
）
［
貢
］
（
■
）
［
賦
］
、
官
吏
俸
禄
、
府
庫
・
倉
（
■
）
［
塵
・
（
■
）
［
歳
］
計
・
支
（
周
）
［
用
］
・
権
（
■
）
［
衡
］
・

　
　
　
（
受
■
）
［
度
量
］
・
法
式
・
坑
冶
・
銭
幣
・
宝
（
■
）
［
貨
］
・
恩
賜
之
事
）

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
（
二
人
）
　
　
主
事
　
　
員
外
郎
（
三
人
）
　
　
勾
百
官
二
人
（
管
勾
（
勤
）
［
勘
］
（
農
）
覆
］
、
経
歴
交
（
■
）

　
　
［
紗
］
・
及
香
・
茶
・
（
又
）
［
塩
？
山
引
）
　
　
（
加
）
［
架
］
副
耳
　
　
歯
噛
　
　
耳
管
勾
　
　
検
法

【
礼
部
】
　
（
掌
以
礼
楽
・
祠
祭
・
（
熟
）
［
燕
］
享
、
（
責
）
［
貢
］
挙
（
舞
）
［
繹
］
道
、
四
方
使
客
、
諸
等
進
貢
、
（
■
）
［
鴨
】
設
張
設
瀬
野
）

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
　
　
主
事
　
　
　
（
加
）
［
架
］
閣
庫
　
　
管
勾
　
　
検
法

【
兵
部
】
　
［
（
掌
兵
籍
・
軍
器
・
鎮
成
・
厩
牧
・
鋪
騨
・
垂
雪
・
儀
侯
・
郡
邑
図
志
・
険
阻
障
塞
歯
舌
）
］

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
　
　
主
事
　
　
　
（
加
）
［
架
］
八
仙
　
　
管
勾
　
　
検
法
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叡山文庫所蔵の『事林広記』写本について（宮）

【
刑
部
】
　
（
掌
律
令
格
式
、
審
定
（
那
）
［
刑
］
名
、
奴
碑
（
腫
■
）
［
配
隷
］
、
（
■
■
）
［
関
津
］
猛
獣
、
城
門
啓
閉
金
事
）

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
（
二
人
）
　
　
主
事
　
　
　
（
加
）
［
架
］
閣
庫
　
　
管
勾
　
　
同
管
勾
　
　
検
法

【
工
部
】
　
（
掌
修
造
管
建
法
式
、
諸
作
工
匠
、
屯
（
旧
）
［
田
］
・
山
林
川
澤
霊
宝
、
江
河
堤
両
岸
、
道
路
橋
梁
之
事
）

　
尚
書
　
　
侍
郎
　
　
郎
中
　
　
員
外
郎
（
二
人
）
　
　
主
事
　
　
（
加
）
［
架
］
閣
庫
　
　
管
勾
　
　
同
管
勾
　
　
検
法

【
左
右
三
部
検
法
司
】
　
　
司
正
（
各
二
人
）
　
　
検
法
（
二
十
二
員
）

【
都
元
帥
府
】
（
掌
（
■
■
）
［
征
討
］
之
事
）

　
都
元
帥
　
　
左
副
元
帥
　
　
右
副
元
帥
　
　
元
帥
左
門
軍
　
　
元
帥
右
監
軍
　
検
法

【
櫃
密
院
】
（
掌
凡
武
備
機
密
之
事
）
　
櫃
密
使
　
　
福
密
副
使
（
唐
昭
宗
後
、
或
置
二
人
）

　
籏
書
櫃
密
院
事
　
　
同
叢
書
桓
密
山
事
　
　
都
響
　
　
（
加
）
［
架
］
閣
庫
　
　
二
黒
　
　
知
恵

【
睦
親
府
】
（
掌
敦
五
重
（
攣
）
［
率
］
宗
属
、
重
器
王
事
）
　
判
睦
親
忌
事
（
以
宗
室
（
宗
）
［
中
］
属
尊
者
充
）
　
　
同
判
睦
親
正
事
（
宗
室
充
）

　
同
籏
睦
親
正
事
（
宗
室
充
）
　
　
睦
親
正
丞
三
人
　
　
知
事
　
　
諸
睦
親
将
軍
　
　
副
将
軍
　
　
検
法

　
　
　
　
　
　
マ
マ

【
御
史
墓
】
（
重
三
（
宗
）
［
察
］
朝
儀
、
弾
劾
官
邪
、
勘
（
勲
）
［
鞠
］
官
公
事
、
凡
内
外
刑
（
息
）
［
獄
］
所
属
（
望
）
［
理
］
断
雲
當
、
有
望
訴
者
、
付
壷

　
　
　
治
之
。
登
聞
捻
院
隷
焉
）

　
御
史
大
夫
　
　
御
史
中
丞
　
　
侍
御
史
　
　
重
書
侍
御
史
（
（
仁
）
［
二
人
］
）
　
　
殿
中
侍
御
史
二
人
（
毎
遇
視
朝
、
立
下
龍
堀
之
下
、
専
掌
朝

　
見
之
儀
）
　
　
監
察
御
史
　
　
典
事
　
　
架
閣
庫
　
　
密
法
　
　
　
（
嶽
）
［
獄
］
丞

【
登
聞
検
院
】
　
知
登
聞
撮
院
　
　
同
知
登
聞
強
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

【
殿
前
（
部
）
［
都
］
鮎
検
】
（
掌
宮
中
及
行
役
宿
衛
門
戸
関
防
等
事
。
隷
（
■
）
［
督
］
皇
軍
、
総
■
領
左
（
有
）
［
右
］
（
止
断
）
［
三
盆
］
将
軍
．
符

　
　
　
（
宗
）
［
宝
］
郎
・
宿
直
将
軍
・
（
根
）
［
振
］
粛
。
宮
（
■
）
［
籍
］
（
■
）
［
監
］
・
近
（
公
門
）
［
侍
］
等
諸
局
（
着
）
［
署
］
、
鷹
坊
．
頓
舎
（
宮
）

　
　
　
［
官
］
（
諌
）
［
隷
］
焉
）
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殿
前
都
貼
検
　
　
殿
前
左
右
副
都
貼
検
　
　
殿
前
都
黙
検
判
官
　
　
知
事

【
殿
前
将
軍
】
　
　
差
前
左
衛
将
軍
　
　
殿
前
輿
衛
将
軍
　
　
符
二
郎
四
人

【
宮
籍
監
】

【
近
侍
局
】

【
器
物
局
】

【
尚
厩
局
】

【
尚
輩
局
】

【
鷹
坊
】

【
武
庫
署
】

【
武
器
署
】

【
頓
舎
官
】

令令使使使使使監

【
宣
徽
院
】
（
諸
等
會
、

　
左
宣
徽
使

【
供
衛
（
宣
）

【（

｡
■
）
［
客
省
］
】

【
引
進
】

【（

t
）
［
閤
］

　
　
通
事
舎
人
（
（
仁
）

【
御
院
】

丞一副副副副副副
　丞使使使使使監
　一

丞掌
厩
都
轄
　
　
副
轄

典
輿
都
（
据
）
［
轄
］

（
使
）
［
副
轄
］

宿
直
将
軍
（
掌
禁
兵
宿
衛
山
事
）

収
支
都
監

　
諸
直
長

　
　
　
（
鮎
御
食
）
［
燕
饗
］
、
凡
愚
（
建
）
［
庭
］
（
凡
）
［
礼
］
（
徽
）
［
数
］
、
（
官
■
）
［
管
轄
］
閤
門
・
（
桐
■
）

　
　
右
宣
徽
使
　
　
同
知
宣
徽
院
事
　
　
同
署
宣
徽
当
事
　
　
宣
徽
判
官

［
直
遙
　
　
使
　
　
副
使

　
　
　
　
使
　
　
副
使

　
使
　
　
副
使

門
】
　
　
東
上
閤
門
使
（
（
仁
）
［
二
人
］
）
　
副
使
（
（
仁
）
［
二
人
］
）
　
西
上
閤
門
使
（
（
仁
）
［
二
人
］
）

　
　
　
　
［
二
人
］
）
　
　
承
奉
戴
［
都
知
］
　
　
内
証
垂
垂
　
　
押
班
　
　
（
都
知
）

　
通
進
四
人
　
　
　
使
　
　
副
使

左
右
振
粛

［
横
班
］
諸
司
）

副
使
（
（
仁
）
［
二
人
］
）
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【
儀
（
示
鳥
）

【
収
支
局
】

【
尚
食
局
】

【
生
料
庫
】

【
尚
（
■
示
）

【
果
子
庫
】

【
内
蔵
庫
】

【
太
讐
院
】

【
御
薬
院
】

【
教
坊
】

【
宮
（
■
）

【
宮
苑
司
】

【
内
侍
局
】

【
尚
醗
署
】

【
典
客
署
】

【
侍
儀
司
】

【
典
衛
司
】

【
勧
農
使
司
】
（
掌
勧
農
天

【
翰
林
学
士

　
［
鶯
］
局
】
　
　
使
　
　
副
使

　
　
都
監
　
　
同
監
二
人

　
　
使
　
　
副
使

　
　
都
監
　
　
同
監
　
　
収
支
都
監
　
　
同
監

　
［
薬
］
局
】
　
使
　
　
副
使
　
　
都

　
　
都
監
　
　
同
監

（
掌
内
府
坊
宝
閣
物
）
　
　
使
　
　
副
使
　
　
随
庫
都
監
　
　
　
［
同
監
］

［（

ｶ
医
療
之
法
）
］
　
　
使
　
　
副
使
　
　
判
官

　
　
都
監

　
　
使
　
　
副
使
　
　
判
官

［
閲
］
局
】
　
　
使
　
　
副
　
　
随
殿
位
都
監
　
　
　
［
同
宗
］

　
　
令
　
　
丞

　
　
令
二
人
　
　
丞
三
人
　
　
局
長
二
人

　
　
令
　
　
丞

　
　
令
　
　
丞

　
　
令
　
　
丞

　
　
令
　
　
丞
　
　
諸
直
長

　
　
　
　
　
［
下
］
力
田
之
事
）
　
　
勧
農
使
　
　
副
使

　
［
院
］
】
（
掌
（
■
）
［
制
］
（
供
）
［
撰
］
（
■
）
［
詞
］
（
愈
）
［
命
］
、
（
几
）

［
凡
］
（
■
）
［
磨
］
奉
文
字
、

自

（
丞
■
）
［
承
旨
］
至
（
■
）
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［
直
］
学
（
上
）
［
士
］
、
（
衛
）
［
街
］
内
知
（
■
■
）
［
制
詰
］
、
待
制
・
鷹
奉
、
軍
内
（
■
）
［
帯
］
同
知
慮
譜
）

　
翰
林
学
士
承
旨
　
　
翰
林
学
士
　
　
翰
林
侍
讃
学
士
　
　
翰
林
侍
（
讃
）
［
講
］
学
　
　
懸
奉
翰
学

【
國
史
院
】
　
　
監
修
國
［
史
］
　
　
修
史
　
　
同
修
史
　
　
編
修
官

【
太
宰
寺
】
（
掌
（
利
）
［
礼
］
楽
・
（
■
■
）
［
郊
廟
］
・
（
■
■
）
［
重
語
］
群
雲
、
領
四
署
）
　
（
即
）
［
卿
］
　
　
少
卿

　
奉
直
郎
　
　
協
律
郎

【
太
廟
署
】
　
　
令
　
　
丞

【
郊
社
署
】
　
　
直
長
　
　
令
　
　
丞

【
諸
（
■
）
［
陵
］
署
】
　
　
令
　
　
丞
　
　
直
長

門
大
楽
署
】
　
　
令
　
　
正
　
　
副
　
　
直
長

【（

H
■
）
［
秘
書
］
監
】
（
掌
経
（
籍
）
［
籍
］
（
門
）
［
圖
］
書
、
（
■
）
［
領
］
著
作
等
局
、
曇
天
（
　
）
［
雷
撃
］
焉
）

　
秘
書
郎

【
著
作
局
】

【
筆
硯
局
】

【
書
書
局
】

【
司
天
嘉
】

【
諌
院
】
（
掌
規
（
粛
）

　
　
拾
遺

【
大
理
寺
】
（
掌
審
断
天
下
奏
案
、

【
國
子
監
】
（
掌
学
校
、

校
書
郎

郎
　
　
佐
郎

直
長

直
長
　
　
都
監
二
人

監
　
　
少
監
　
　
判
官
　
　
教
授

　
　
［
諌
］
遺
［
聞
］
）
　
左
諌
議
大
夫

右
拾
遺

　
　
　
　
　
（
■
）
［
凡
］
刑
（
嶽
）
［
獄
］

　
　
國
子
学
・
太
学
（
諌
）
［
隷
］
焉
）

右
諌
議
大
夫
　
　
左
司
［
諌
］

之
事
）
　
　
卿
　
　
少
卿

祭
酒
　
　
早
業
　
　
丞
二
人

離
　
　
博
士
　
　
太
宰

監
　
　
少
監
　
　
丞

右
司
祭
　
　
左
転
閾
　
　
重
言
閾
　
　
左

正
　
　
丞
　
　
司
直
　
　
工
事
　
　
知
法
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叡山文庫所蔵の『事林広記』写本について（宮）

【
國
子
学
】
　
　
博
士
二
人
　
　
助
教
二
人
　
　
教
授
四
人

【
太
学
】
　
　
　
博
士
四
人
　
　
助
教
四
人

【
登
聞
鼓
院
】
（
掌
奏
告
（
助
）
［
御
］
史
壷
、
登
聞
検
院
理
断
不
當
之
事
）
　
　
知
登
聞
鼓
　
　
同
誌
登
聞
鼓
院
　
　
知
法

【
記
注
院
】
（
掌
言
動
）
　
　
修
起
居
注

【
武
衛
庫
】
（
掌
防
衛
都
（
聞
）
［
城
］
及
（
敗
戦
）
［
警
］
捕
之
（
中
）
［
事
］
）
　
　
都
指
揮
使
　
　
副
都
指
揮
使

【（

蛛
j
［
太
］
府
監
】
（
掌
出
納
邦
（
周
）
［
國
］
（
射
）
［
財
］
用
銭
（
鼓
）
［
穀
］
、
（
官
）
［
管
］
轄
左
（
聞
）
［
蔵
］
諸
坊
（
車
）
［
学
］
署
）

　
監
　
　
少
監
　
　
丞
二
人

【
左
蔵
庫
】
（
掌
金
（
根
）
［
銀
］
・
珠
（
下
）
［
玉
］
・
金
貨
・
（
■
■
）
［
銭
幣
］
）
使
副
使

【
右
蔵
庫
】
　
（
掌
（
番
市
）
［
錦
吊
］
・
（
諸
蟹
）
［
綜
綿
］
・
（
上
盒
）
［
毛
褐
］
・
諸
道
常
（
縁
）
［
課
］
雑
（
坊
）
［
物
］
）

　
　
使
　
　
副
使
　
　
支
磨
所
都
監

【
太
（
登
）
［
倉
］
】
　
（
掌
九
（
殿
）
［
穀
］
・
（
稟
）

【
酒
坊
】
　
　
使
　
副
使

【
鈎
盾
署
】
　
　
使
　
　
副
使
　
　
直
長

・
【
市
署
】
　
使
副
使

【
文
思
署
】
　
　
令
　
　
丞

【
尚
方
署
】
　
　
令
　
　
丞
　
　
直
長

【
圖
書
署
】
　
令
　
丞

【（

?
）
［
裁
］
造
署
】
令
丞

［
康
蔵
］
・
出
（
■
）
［
納
］
之
事
）
　
　
使
　
　
副
使

【
少
府
監
】
（
掌
邦
（
周
）
［
國
］
百
工
二
塁
之
事
、
管
轄
文
思
（
符
）
［
等
］
諸
白
）
　
　
監
　
　
少
監
　
　
丞
二
人
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【
文
繍
署
】
　
　
令
　
　
丞
　
　
直
長

【
織
（
）
［
染
］
署
】
　
　
令
　
　
丞

門（

�
j
［
甑
］
官
署
】
令
丞

【
都
水
監
】
（
掌
川
（
■
）
［
澤
］
・
（
講
）
［
津
］

　
監
　
　
少
監
　
　
丞
二
人
　
　
橡

臼
街
道
司
】
　
　
管
勾
官
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
使
　
　
副

【
四
方
（
■
）

【
提
鮎
山
陵
】

【
修
内
司
】

【
法
物
庫
】

【
■
其
■
】

【
萬
（
■
）

【
都
（
■
）

【
左
右
廟
】

只
砥
磨
司
】
］

【
恵
民
司
】

【
上
林
署
】

【（

蛛
j
［
承
］

【
尚
書
（
■
）

　　　　　イ吏　イ吏　｛吏　イ吏　塞亘

　　　　一
副副

　　直
　　長

副　副

直
長

人

弓
長

直
長

身
・
（
■
樹
）

（
街
道
司

［
舟
織
］
・
河
渠
之
事
、

管
勾
官
）

受
給
官
　
　
部
役
官

［
寧
］
宮
提
挙
司
】
　
　
提
挙
　
　
同
提
挙

［
城
］
所
】
　
　
提
挙
　
　
同
提
挙

　
廟
官
　
　
受
給
官
　
　
（
祇
磨
同
）

　
　
　
令
　
　
丞
　
　
直
長

　
令
　
　
直
長

　
令
　
　
丞
三
人
　
　
直
長

登
司
】
　
　
管
勾
　
　
同
管
勾

　
［
省
］
堂
（
■
）
［
食
］
公
使
酒
庫
】
　
　
使

副

（
薪
）
［
街
］
道
司
（
　
）
［
隷
］
（
馬
）
［
焉
］
）
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バ
交
（
麹
）
［
紗
］
庫
】
　
　
使
　
　
副

門
印
造
（
圏
）
［
紗
］
引
庫
】
　
　
使

門
直
省
局
】
　
　
局
長
　
　
副
局
長

【
直
院
局
】
　
　
局
長
　
　
副
局
長

副

叡山文庫所蔵の『事林広記』写本について（宮）

從
三
品

從
四
晶

正
五
品

從
五
品

正
六
品

從
六
品

正
七
品

從
七
品

正
八
品

從
八
品

《
東
宮
品
職
》

　
　
太
子
綾
事
（
掌
知
東
宮
内
外
諸
（
國
）
霧
］
、
（
翻
）
［
統
］
領
判
鞍
上
）

　
　
太
子
少
麿
事
（
掌
（
羅
）
同
］
麿
事
）

　
　
太
子
左
註
徳
（
掌
諭
道
徳
侍
講
文
章
之
事
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
子
右
蓋
置
（
掌
諭
道
徳
縮
緬
文
章
重
事
）

　
　
太
子
左
衛
豊
凶
率
（
掌
墨
壷
從
（
翻
圏
）
［
儀
侯
］
）
　
　
　
　
　
　
太
子
右
衛
率
府
率
（
掌
同
歯
率
府
率
）

　
　
太
子
僕
正
（
掌
車
正
（
取
）
［
収
］
弓
箭
（
團
）
［
儀
］
物
事
）
　
　
　
太
子
左
監
門
（
掌
元
畜
）

　
　
太
子
左
賛
善
（
掌
道
徳
侍
從
文
章
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
子
全
等
門
（
掌
（
司
）
［
同
］
豊
年
門
）

　
　
太
子
（
興
）
［
典
］
儀
（
掌
協
賛
礼
（
圏
）
［
儀
］
事
）
　
　
　
　
　
太
子
掌
實
（
掌
奉
宝
出
入
之
事
）

　
　
太
子
侍
（
止
）
［
正
］
（
掌
冠
帯
衣
服
左
右
（
始
）
［
給
］
使
之
［
事
］
）
太
子
副
強
運
（
掌
武
僕
正
）

　
　
太
子
賛
儀
（
掌
司
功
驕
）

　
　
太
子
侍
丞
（
画
法
侍
正
院
（
丞
）
［
承
］
下
之
事
）
　
　
　
　
　
　
　
太
子
（
興
）
［
典
］
食
令
（
掌
（
丞
）
［
承
］
奉
肴
［
僕
］
）

　
　
太
子
藍
田
（
掌
［
経
史
圏
書
筆
硯
軍
事
］
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
子
侍
薬
（
高
承
奉
（
圏
閣
）
［
医
薬
］
）

　
　
都
監
（
掌
東
宮
閣
内
儀
物
象
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
監
（
掌
同
都
監
事
）

　
　
太
子
司
倉
（
掌
倉
（
明
）
［
出
］
給
及
薪
炭
等
事
）
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正
九
品

從
九
晶

太
子
家
令
（
掌
司
礼
儀
法
令
）

太
子
掌
飲
丞
（
掌
司
飲
事
）

太
子
奉
薬
（
掌
奉
同
侍
薬
）

太
子
司
蔵
（
掌
（
甫
）
［
庫
］
財
貨
出
入
之
事
）

太
子
中
侍
局
（
掌
編
同
二
官
等
事
）

太
子
副
経
（
掌
同
塵
幹
事
）

太
子
典
食
丞
（
掌
同
［
典
］

食
令
事
）

太
子
副
司
蔵
（
掌
同
司
蔵
事
）

太
子
副
司
倉
（
掌
同
正
司
倉
）
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正
二
品

正
三
品

《
宮
輔
府
品
職
》

　
　
太
子
太
師

　
　
右
掌
以
道
徳
輔
導
太
子

　
　
太
子
少
師

　
　
右
掌
明
三
師
徳
行
、
（
論
）

太
子
太
傅

太
子
少
傅

［
諭
］
太
子
、

尚
論
諸
道
。

太
子
構
立

　
　
太
子
少
保

其
人
不
必
備
。

正
四
品

從
五
品

從
六
品

從
七
品

正
八
品

《
親
王
府
品
職
》

　
　
傅
（
掌
師
範
輔
導
、
参
議
可
否
）

　
　
府
尉
（
掌
警
厳
侍
從
、
検
校
門
禁
、
総
統
庵
中
事
）

　
　
司
馬
（
掌
同
府
尉
之
事
）

　
　
文
学

　
　
記
室
参
軍



叡山文庫所蔵のf事林広記』写本について（宮）

從
二
品

正
三
品

從
三
品

正
四
品

從
四
品

正
五
品

《
外
任
職
員
》

　
　
安
西
王
相

　
　
上
都
留
守

　
　
副
都
元
帥

　
　
安
鼻
聾
銀
玉
花
赤

　
　
上
路
総
管
兼
府
サ

　
　
諸
節
鎮
使

　
　
諸
海
膨
事
官

　
　
西
夏
新
民
安
撫
使

　
　
節
度
使

　
　
都
統
領

　
　
安
撫
副
使

　
　
高
麗
國
副
達
魯
花
赤

　
　
上
都
副
留
守

　
　
上
州
サ

　
　
諸
姑
都
提
領
副
使

　
　
田
鰻
世
運
使
事

　
　
螢
田
使

　
　
中
州
達
魯
花
赤

都
元
帥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
慰
服

統
軍
使
　
　
　
　
　
　
　
　
都
輻
墨
黒
使
　
　
　
　
招
（
計
）
［
討
］
言

上
萬
戸
　
　
　
　
　
　
　
　
安
撫
使
　
　
　
　
　
　
　
　
経
略
導

電
道
量
刑
按
察
使
　
　
　
　
　
中
書
省
断
事
官
　
　
　
　
　
　
上
路
総
軍
府
達
魯
花
赤

諸
靖
都
統
領
使
　
　
　
　
　
　
高
麗
練
達
魯
花
赤

諸
車
運
上
　
　
　
　
　
　
　
中
下
萬
戸
　
　
　
　
　
　
　
下
路
総
管

領
路
斡
合
番
（
達
魯
花
蕊
総
（
角
戸
）
［
管
路
］
）
　
　
　
　
　
　
下
路
総
管
府
達
魯
花
赤

理
断
畏
吾
児
公
事
官

各
回
按
察
副
使
　
　
　
　
　
副
統
軍
　
　
　
　
　
　
　
　
元
帥
府
監
軍

散
瞳
達
雌
花
赤
　
　
　
　
　
散
府
知
府
　
　
　
　
　
　
　
宣
慰
副
使

大
都
人
蟹
玉
管
　
　
　
　
　
　
上
都
副
達
子
花
赤
　
　
　
　
　
旧
知
上
都
留
守
事

管
軍
勢
管
　
　
　
　
　
　
　
副
招
討
　
　
　
　
　
　
　
　
上
州
達
魯
花
赤

経
略
副
使
　
　
　
　
　
　
　
二
連
刺
史
　
　
　
　
　
　
　
同
知
上
路
毛
管
府
事

安
南
國
朝
駆
魯
花
赤
　
　
　
　
同
製
都
聖
運
塩
使
司
事

統
領
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
千
戸
　
　
　
　
　
　
　
　
総
管
府
治
中

提
挙
河
渡
司
　
　
　
　
　
　
宮
城
所
提
黙
　
　
　
　
　
　
羅
湿
婆
都
元
帥
宣
慰
司
断
事
官

中
州
知
州
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藪
）
［
覆
］
實
司
兼
辮
験
官
諸
路
雑
造
提
挙
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從
五
品

正
六
品

從
六
品

挙

諸
路
（
局
）
［
弓
］
匠
提
挙
　
諸
路
箭
匠
提
挙
　
　
　
　
　
　
大
（
路
）
［
都
］
雑
婚
提
挙
　
諸
管
単
純
（
管
三
千
戸
上
者
）

都
提
挙
漕
運
司
事
　
　
　
　
安
西
王
府
（
中
郎
）
［
田
中
］
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
知
下
路
総
門
事

叢
書
墨
書
提
子
按
察
司
事
　
　
都
轄
運
塩
使
司
副
使
　
　
　
　
西
蜀
川
監
権
門
場
使
　
　
　
　
西
夏
軍
民
安
野
副
使

両
都
兵
馬
都
指
揮
使
　
　
　
諸
路
交
紗
都
提
挙
　
　
　
　
同
誌
諸
路
斡
脱
総
管
府
事

糺
魯
火
赤
郎
中
　
　
　
　
　
　
副
統
領
　
　
　
　
　
　
　
　
中
下
千
戸
　
　
　
　
　
　
　
諸
韓
運
副
使

下
説
達
魯
花
円
　
　
　
　
　
　
昌
州
蓋
利
泊
知
使
　
　
　
　
　
下
郡
知
州
　
　
　
　
　
　
　
同
苗
散
府
事

各
道
（
鰹
）
［
巡
］
行
勧
農
使
各
萬
戸
下
鎮
撫
　
　
　
　
　
上
都
留
守
判
官
　
　
　
　
　
真
定
野
路
（
局
）
［
弓
］
匠
提

各
悪
罵
冶
提
挙
　
　
　
　
　
諸
路
弦
匠
愚
挙
　
　
　
　
　
茶
提
題
　
　
　
　
　
　
　
　
四
川
中
興
交
紗
提
挙

諸
管
匠
提
挙
三
愈
下
一
千
之
上
）
　
　
　
諸
路
芸
事
同
士
挙

安
西
王
府
長
野
　
　
　
　
　
諸
塩
湯
提
挙
　
　
　
　
　
　
諸
路
交
紗
提
挙
　
　
　
　
　
総
管
府
官

同
封
上
州
事
　
　
　
　
　
　
同
種
挙
漕
運
司
事
　
　
　
　
各
庭
鐵
確
聞
提
挙
　
　
　
　
簸
西
夏
新
民
安
撫
司
事

諸
管
匠
提
挙
（
諸
管
一
（
下
）
［
千
］
戸
之
下
、
五
百
下
之
上
者
）

行
省
員
外
郎
　
　
　
　
　
　
漕
運
使
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
炭
局
使
　
　
　
　
　
　
　
同
提
挙

廣
恵
司
議
官
　
　
　
　
　
　
散
府
判
官
　
　
　
　
　
　
　
赤
縣
達
魯
花
野
　
　
　
　
　
　
赤
縣
サ

上
縣
達
語
頭
赤
　
　
　
　
　
　
上
浦
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
同
知
中
州
事
　
　
　
　
　
　
諸
塩
使

螢
田
副
使
　
　
　
　
　
　
　
茶
場
副
使
　
　
　
　
　
　
　
管
軍
総
藻
　
　
　
　
　
　
　
孔
魯
火
赤
員
外
郎

画
面
諸
河
路
渠
水
利
官
　
　
　
諸
路
交
感
庫
提
挙
　
　
　
　
　
諸
路
（
局
）
［
弓
］
匠
同
提
簗
瀬
路
頭
匠
同
提
挙

次
都
雑
（
達
）
［
造
］
同
提
挙
　
四
川
中
興
交
紗
詞
言
挙
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正
七
品

從
七
品

正
八
品

從
八
品

漕
運
副
使
　
　
　
　
　
　
　
中
縣
達
魯
花
赤

上
州
判
官
　
　
　
　
　
　
　
将
軍
上
百
［
戸
］
’

華
道
巡
行
勧
農
副
使
　
　
　
　
漢
人
都
元
帥
府
計
議
官

耳
管
戸
冠
（
諸
子
五
百
戸
之
下
、
三
百
戸
之
上
）

行
中
書
省
都
事
　
　
　
　
　
元
帥
府
経
歴

塩
使
司
副
使
　
　
　
　
　
　
　
警
巡
副
使

中
州
判
宮
　
　
　
　
　
　
　
管
軍
座
下
百
戸

各
道
提
無
二
察
司
経
歴
　
　
　
大
都
督
府
討
議
宮

乞
里
雪
思
小
庭
六
事
官
経
歴

諸
管
匠
同
提
挙
（
謂
管
二
千
戸
之
上
者
）

行
省
思
磨
　
　
　
　
　
　
　
行
省
管
勾
承
登
司

諸
屯
令
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
録
事
司
達
魯
花
赤

下
堤
判
官
　
　
　
　
　
　
　
両
型
司
獄

諸
管
匠
副
提
挙
（
管
二
壬
戸
之
下
、
千
戸
之
上
）

諸
管
匠
局
副
（
両
管
五
百
戸
之
下
、
三
百
週
半
上
）

都
元
帥
府
知
事
　
　
　
　
　
監
戦
万
戸
府
知
事

鳥
路
総
理
府
知
事
　
　
　
　
　
漕
運
副
知
事

散
鞍
上
中
州
儒
学
教
授
　
　
　
警
巡
判
官

主
簿

中
縣
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
知
下
種
事

回
路
丁
重
暴
挙
　
　
　
　
　
萬
億
制
覇
領

脚
（
圏
）
［
庭
］
鐵
冶
副
細
蟹
四
川
顕
現
交
鋤
提
挙
司
使

諸
事
匠
同
提
挙
（
諸
管
二
千
戸
之
下
、
一
千
戸
之
上
者
）

招
討
司
経
歴
　
　
　
　
　
　
　
経
略
司
経
歴

下
樋
達
魯
花
赤
　
　
　
　
　
下
野
望

見
上
中
局
使
　
　
　
　
　
　
各
路
細
管
府
経
歴

管
領
諸
難
平
捕
鷹
（
戻
）
［
房
］
経
歴

諸
司
匠
同
提
挙
（
管
（
十
）
［
千
］
戸
之
下
、
五
頁
戸
之
上
）

諸
管
匠
局
使

各
週
儒
学
教
授
　
　
　
　
　
稟
給
司

諸
録
事
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
三
唱

二
道
提
刑
按
察
司
知
事
　
　
　
回
路
雑
造
副
提
挙

上
令

大
都
平
準
（
軍
）
［
庫
］
同
提
領

万
戸
府
知
事
　
　
　
　
　
　
統
軍
司
知
事

宣
撫
司
主
事
　
　
　
　
　
　
諸
塩
司
判
官

山
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
路
司
獄

諸
管
匠
副
提
挙
（
管
一
千
戸
之
下
、
五
百
戸
之
上
）
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正
九
品

從
九
品

諸
管
匠
幽
霊
（
土
管
三
密
戸
之
下
、
一
壷
戸
之
上
）

外
路
平
準
行
用
庫
同
提
挙

諸
靖
統
領
使
司
知
事

下
路
司
獄

主
簿
兼
尉

外
路
行
用
庫
使

大
都
獄
丞

諸
塩
場
面
管
勾

大
都
平
準
庫
使

大
都
四
関
廟
巡
検

屯
丞

大
都
平
準
庫
副
使

諸
路
（
圏
躍
）
［
医
学
？
］

縣
尉

四
　
ク
ビ
ラ
イ
時
代
初
期
の
官
僚
制

外
菅
平
準
行
用
（
軍
）
［
庫
］
提
挙

諸
濡
場
管
勾

録
事
判
官

外
路
平
準
行
用
庫
使

教
授

　
外
路
平
準
行
用
庫
副
使

管
軍
総
知
事

稟
血
餅
南

外
山
行
照
準
提
領

散
府
上
中
州
司

外
路
行
用
亜
門
使

　
中
統
五
年
八
月
、
カ
ア
ン
の
座
を
め
ぐ
り
争
っ
て
い
た
実
弟
ア
リ
ク
・
ブ
ケ
の
投
降
を
受
け
、
も
は
や
ゆ
る
ぎ
な
い
政
権
を
築
き
つ
つ
あ
っ

た
世
祖
ク
ビ
ラ
イ
は
、
夏
の
首
都
た
る
燕
京
を
「
中
都
」
と
あ
ら
た
め
、
年
号
を
『
周
易
』
の
一
節
“
至
論
坤
元
”
に
も
と
づ
き
、
「
南
元
」

と
改
元
し
た
。
兄
の
憲
宗
モ
ン
ケ
の
命
を
受
け
、
開
平
府
（
の
ち
の
上
都
）
に
拠
点
を
お
い
て
華
北
経
営
に
乗
り
出
し
て
以
来
、
な
ん
と
は
な

し
に
そ
れ
ま
で
の
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
、
定
宗
グ
ユ
ク
時
代
と
同
様
、
暫
定
的
に
金
朝
風
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
、
（
帰
順
し
た
ひ
と
び
と
の
自
己
申
告

に
よ
る
官
職
名
の
追
認
も
含
め
て
）
各
地
方
宮
を
「
宣
差
」
し
て
い
た
（
中
出
四
年
に
は
、
印
金
朝
の
律
科
出
身
で
左
二
部
郎
中
を
も
っ
て
致
仕
し
た
鄭
汝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

翼
が
唐
律
と
金
律
に
か
か
わ
る
資
料
を
収
集
、
両
者
を
対
比
、
詳
細
な
解
説
を
施
し
た
『
永
徽
法
理
』
三
十
巻
を
著
し
て
い
る
）
。
即
位
後
、
ブ
レ
イ
ン
の

挑
並
等
に
命
じ
て
、
徐
々
に
中
央
、
地
方
の
各
官
庁
の
整
理
を
開
始
し
、
そ
の
俸
給
表
や
運
用
規
定
の
準
備
を
さ
せ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
本
格

的
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
長
子
の
チ
ン
キ
ム
を
ト
ッ
プ
に
据
え
る
中
書
省
の
構
造
を
み
な
お
し
、
さ
ら
に
ク
ビ
ラ
イ
の
黒
衣
の
宰
相
と
も
い
う
べ
き
二
乗
忠
に
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②

光
禄
大
夫
太
保
参
領
中
書
省
事
を
授
け
て
中
華
風
の
政
体
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
委
ね
た
。
次
子
マ
ン
ガ
ラ
、
末
子
ノ
ム
ガ
ン
の
幕
下
に
も
そ

れ
ぞ
れ
、
華
北
経
営
に
必
要
な
顧
問
が
送
り
込
ま
れ
た
。
陳
西
四
川
、
西
夏
中
興
、
北
京
の
三
箇
処
の
行
中
書
省
の
ほ
か
、
か
つ
て
厳
忠
済
や

李
壇
が
抑
え
て
い
た
山
東
方
面
に
も
あ
ら
た
に
行
中
書
省
を
設
置
し
た
。
華
北
の
地
付
き
の
漢
人
世
襲
軍
閥
が
解
体
さ
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の

投
下
領
を
下
敷
き
に
、
溜
分
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
劇
澤
、
眺
枢
等
の
助
言
を
至
要
、
各
欝
欝
州
県
に
お
け
る
薪
た
な
巻
帯

制
の
運
行
を
う
た
う
聖
旨
条
格
が
定
め
ら
れ
、
中
統
三
年
作
成
の
官
員
簿
の
基
本
台
帳
を
参
照
し
な
が
ら
、
翌
堅
雪
二
年
に
か
け
て
施
行
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ク
イ

た
（
各
課
の
孟
母
府
に
は
、
「
モ
ン
ゴ
ル
」
の
ダ
ル
ガ
、
漢
人
の
総
管
、
ム
ス
リ
ム
の
同
県
を
配
置
す
る
こ
と
、
と
し
た
。
翌
年
に
は
、
州
、
県
そ
れ
ぞ
れ
に
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

中
下
三
つ
の
ラ
ン
ク
が
設
け
ら
れ
て
い
る
）
。

　
『
霊
界
広
記
』
別
集
奥
勤
の
さ
い
し
ょ
に
掲
げ
ら
れ
た
聖
旨
と
闇
黒
の
条
画
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
の
も
の
、
と
く
に
第
一
款
、
第
二
款
は
、

㎎
元
典
章
』
や
『
通
制
条
格
』
に
は
の
こ
っ
て
い
な
い
根
本
資
料
で
、
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
任
命
す
る
投
下
の
ダ
ル
ガ
が
、
遷
転
（
三
年
～
期
）

の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
、
は
っ
き
り
言
明
さ
れ
て
い
る
。
第
二
款
に
い
う
五
品
以
上
に
与
え
る
宣
に
押
す
皇
帝
の
印
（
～
、
二
品
は
冷
製
、
三
～

五
品
は
金
印
）
も
、
こ
の
と
き
あ
ら
た
に
鋳
造
さ
れ
た
。
至
元
三
年
に
は
“
勅
牒
の
旧
式
”
が
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
至
元
元
年
か
ら

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
官
の
子
孫
の
恩
麿
の
体
例
も
定
ま
っ
た
。
三
年
後
の
至
元
七
年
に
は
、
管
民

　
　
　
　
　
　
　
さ
い
し
ょ
の
遷
転
が
行
わ
れ
た
至
元
四
年
、

か
ぞ
え
て
三
年
、

官
の
遷
転
が
以
前
の
倍
の
六
年
一
期
に
延
長
さ
れ
る
（
『
元
典
章
』
巻
八
「
吏
部
二
・
官
制
」
に
お
い
て
、
内
外
の
官
の
議
案
が
ほ
ぼ
三
年
ご
と
に
も
ち

あ
が
っ
て
い
る
の
は
、
遷
転
制
の
任
期
満
了
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
）
。

　
さ
て
、
出
発
点
と
な
っ
た
こ
の
至
元
元
年
の
聖
旨
、
条
画
に
つ
づ
い
て
掲
げ
ら
れ
る
の
が
、
散
士
の
位
階
表
た
る
《
大
元
文
武
官
孟
夏
図
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

門
図
3
】
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
前
巻
の
《
宋
朝
文
武
官
品
音
図
》
と
｝
対
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
、
学
費
刊
本
の

『
芸
林
広
記
暁
が
収
録
す
る
位
階
－
す
な
わ
ち
大
元
ウ
ル
ス
の
位
階
と
し
て
じ
ゅ
う
ら
い
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
表
（
は
や
く
は

『
元
典
章
』
巻
七
「
吏
部
一
・
富
制
」
《
個
品
》
に
見
え
、
至
正
末
年
の
『
南
村
聾
心
録
』
密
会
「
官
制
資
品
」
で
も
同
じ
）
l
l
－
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
話
芸
二
年
（
一
三
一
三
）
八
月
か
ら
延
祐
二
年
（
；
＝
五
）
夏
ま
で
の
あ
い
だ
に
「
亜
中
大
夫
」
と
あ
ら
た
め
ら
れ
る
「
少
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中
大
夫
」
の
四
文
字
が
み
え
、
し
か
も
そ
れ
は
従
三
生
で
は
な
く
従
四
品
に
位
置
す
る
。
そ
し
て
、
な
ん
と
こ
の
表
で
は
、
従
九
品
ま
で
全
て

埋
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
坐
上
は
、
正
麩
囎
に
三
師
（
文
散
階
）
、
三
公
（
武
出
撃
）
を
設
定
す
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
『
金
魚
熱
巻
三
六

「
百
官
志
」
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
あ
っ
た
。

　
大
元
ウ
ル
ス
で
は
、
亡
朝
の
散
逸
を
一
品
ず
つ
繰
り
上
げ
、
そ
の
結
果
、
正
従
九
品
の
贈
官
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
歴
代
の

官
制
史
で
は
大
前
提
、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
が
ら
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
至
元
初
め
は
、
金
制
が
踏
襲
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
う
じ
朝
廷
で
一
連
の
変
革
を
ま
ち
か
に
眺
め
て
い
た
王
暉
が
『
玉
堂
嘉
話
』
巻
三
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ぎ
　
　
　
　
　
と

　
　
許
左
丞
の
「
新
定
富
制
図
」
を
作
る
に
、
大
抵
、
唐
を
以
て
則
と
為
し
、
区
画
は
略
、
金
建
同
じ
。

と
述
べ
た
の
は
、
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
本
図
こ
そ
許
衡
が
作
成
し
た
図
の
一
部
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
つ
づ
い
て
、
《
朝
官
職
事
》
を
み
て
み
よ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
は
右
を
尊
ぶ
の
に
、
左
が
上
位
の
官
職
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
金
朝
の
遺

制
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
こ
と
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
じ
じ
つ
、
そ
れ
は
、
岡
辺
史
睡
巻
五
五
、
五
六
の
「
百
官
志
」
と
き
わ
め
て
近
く
、

各
官
職
の
下
に
割
注
で
施
さ
れ
る
解
説
は
、
と
き
に
一
字
一
句
ま
で
重
な
り
合
う
。
《
東
宮
無
職
》
《
宮
輔
府
品
職
》
《
親
王
府
品
職
》
も
、
同

じ
く
『
金
史
』
巻
五
七
「
百
官
志
」
と
対
応
す
る
。

　
し
か
し
、
資
品
と
同
様
、
果
た
し
て
旧
金
朝
時
代
の
も
の
と
素
直
に
う
け
と
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
と
い
う
の
は
、
以
上
の
記
事
は
、
ほ

と
ん
ど
み
な
、
富
大
用
が
㎎
新
編
古
今
事
文
類
聚
』
一
南
宋
適
期
に
熱
量
の
塩
干
が
詩
文
の
作
成
の
参
考
書
と
し
て
編
ん
だ
有
名
な
類
書

1
に
あ
ら
た
に
附
し
た
新
集
、
外
集
で
も
、
面
高
職
名
の
項
目
ご
と
に
、
「
歴
代
沿
革
」
の
【
大
元
】
の
記
事
と
し
て
分
散
し
て
収
録
す
る

か
ら
で
あ
る
。
い
つ
編
纂
さ
れ
た
の
か
は
、
序
文
や
富
大
角
の
伝
記
等
の
資
料
が
い
っ
さ
い
の
こ
っ
て
い
な
い
た
め
確
定
で
き
な
い
が
、
管
見

の
限
り
で
は
、
泰
定
三
年
（
一
三
二
六
）
の
鷹
陵
急
歩
書
院
刊
本
が
い
ち
ば
ん
早
い
（
そ
も
そ
も
こ
の
叡
山
文
庫
本
の
「
官
制
類
」
は
、
大
元
ウ
ル
ス

の
モ
ン
ゴ
リ
ア
へ
の
撤
退
か
ら
す
で
に
二
百
年
以
上
、
見
慣
れ
ぬ
用
語
が
続
出
、
理
解
が
難
し
か
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
誤
字
が
目
に
付
く
が
、
前
節
の
校
勘

作
業
を
可
能
に
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
元
刊
本
の
お
か
げ
で
あ
る
）
。
ま
た
、
劉
応
李
編
・
懲
友
諒
増
訂
の
『
新
編
事
文
類
聚
翰
墨
全
書
』
庚
集
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巻
七
以
下
の
「
官
職
門
」
で
も
、
至
元
二
八
年
に
提
刑
按
察
司
が
粛
政
廉
訪
司
に
改
名
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
な
ど
幾
分
改
訂
を
施
し
つ
つ
、

こ
れ
を
は
っ
き
り
“
大
元
新
制
”
と
い
う
。
こ
の
類
書
は
、
大
徳
十
一
年
（
一
三
〇
七
）
と
泰
定
元
年
の
序
文
を
も
つ
二
種
の
元
刊
本
が
知
ら

れ
て
い
る
。
富
鉱
用
も
劉
応
李
も
、
『
事
林
広
記
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
の
宮
職
一
覧
表
を
み
な
が
ら
編
集
作
業
を
お
こ
な
っ
た
（
じ
ゅ
う
ら
い
、

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
類
書
の
説
く
大
元
ウ
ル
ス
の
官
僚
制
に
は
注
意
が
あ
っ
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
る
繭
の
一
覧
表
の
威
力
は
強
烈
、

　
　
　
　
⑥

衝
撃
的
で
あ
る
）
。
泰
定
年
間
に
い
た
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
ま
っ
た
く
差
し
替
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
金
朝
を
踏
襲
し
て

い
た
時
期
が
、
「
大
元
」
時
代
の
初
期
、
確
か
に
あ
り
、
そ
の
状
態
を
意
図
的
に
後
世
に
伝
え
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
泰
平
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

二
年
は
、
和
刻
本
鴨
事
林
広
記
』
の
底
本
が
刊
行
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
う
し
た
目
で
あ
ら
た
め
て
《
朝
宮
職
事
》
か
ら
《
親
王
府
垂
耳
》
ま
で
見
直
せ
ば
、
そ
れ
ら
が
『
元
史
』
の
「
世
祖
本
紀
」
や
王
揮
の

『
中
堂
事
記
』
な
ど
が
語
る
中
統
・
至
元
初
期
の
状
況
と
じ
つ
は
そ
う
矛
盾
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
既
述
の
ご
と
く
、
チ
ン
キ
ム
は
、

中
興
の
初
め
よ
り
中
書
省
と
枢
密
院
の
上
に
た
ち
、
ほ
か
の
皇
子
と
は
少
し
違
う
扱
い
を
う
け
て
い
た
。
《
宮
輔
玉
綿
職
》
た
る
太
子
太
師
に

は
眺
枢
、
太
子
太
傅
に
は
戸
越
、
太
子
骨
質
に
は
士
卒
が
、
《
東
宮
品
職
》
の
ひ
と
つ
太
子
耳
管
に
は
『
平
時
暦
』
で
名
高
い
王
業
が
任
じ
ら

れ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
は
、
至
元
三
年
六
月
に
ノ
ム
ガ
ン
を
北
平
王
に
立
て
、
本
質
元
四
年
八
月
に
は
庶
子
の
フ
ゲ
チ
を
雲
南
王
と
し
て
送
り
出
す

⑫
そ
の
と
き
《
親
王
軽
羅
職
》
の
毒
し
て
コ
コ
ダ
イ
・
府
尉
の
柴
棟
司
馬
の
慮
口
覆
文
学
の
張
立
道
等
が
同
行
し
た
・
マ
ン
ゴ
フ
の
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

西
王
府
の
設
立
は
至
聖
九
年
十
月
、
文
学
に
挑
枢
の
甥
の
挑
燧
を
任
じ
、
記
室
参
禅
に
は
　
　
結
果
的
に
辞
退
さ
れ
た
が
…
一
李
朝
時
代
の
名

門
、
河
東
段
氏
の
一
員
、
段
思
温
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
。

　
官
庁
の
大
規
模
な
再
編
は
、
尚
書
省
、
大
司
農
司
の
設
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
二
度
目
の
遷
転
が
実
施
さ
れ
る
至
元
七
年
前
後
に
行
わ

れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
さ
ん
ざ
ん
参
照
し
て
き
た
『
泰
和
律
』
の
使
用
禁
止
命
令
が
出
さ
れ
た
の
は
、
翌
歯
元
八
年
1
「
大
元
」
の
国
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
定
め
ら
れ
、
中
華
風
の
朝
儀
が
整
え
ら
れ
た
冬
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
度
目
の
遷
転
を
控
え
た
三
元
十
年
三
月
の
チ
ン
キ
ム
の
立
太
子
、

チ
ャ
ブ
イ
の
立
皇
后
の
儀
式
は
、
そ
れ
ら
の
総
仕
上
げ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。
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『
泰
和
律
』
に
代
わ
る
新
格
、
史
霊
室
、
眺
枢
等
が
長
期
に
わ
た
っ
て
整
理
、
編
纂
し
て
き
た
『
至
尊
大
典
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
至
元
十
年

よ
り
暫
定
的
に
試
行
が
始
ま
っ
た
。
至
元
十
二
年
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
鮒
思
想
と
な
っ
た
ば
か
り
の
高
麗
が
、
ク
ビ
ラ
イ
の
聖
旨
を
う
け
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ル
チ
ウ
ル
ト
ウ
イ
ン
⑪

王
朝
内
の
官
職
名
を
使
臣
の
望
都
因
（
筆
録
脱
術
、
阿
禿
因
）
と
相
談
、
改
革
し
て
い
る
（
翌
年
に
は
度
量
衡
も
統
一
さ
れ
る
）
。
こ
の
段
階
で
、
大

元
ウ
ル
ス
の
官
制
が
い
っ
た
ん
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。
の
ち
至
大
元
年
（
一
三
〇
八
）
五
月
、
高
麗
で
は
忠
宣
王
（
藩
陽
王
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

エ
ジ
ル
・
ブ
カ
が
改
訂
し
た
官
制
が
頒
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
改
革
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
対
馬
本
、
叡
山
文
庫
本
の
『
事
林
広
記
』
に
お
け
る
「
郡
邑
」
、
「
国
典
」
、
「
俸
給
」
な
ど
も
ま
た
、
じ
つ
は
中
等
・
至

元
初
期
の
状
況
と
み
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
翌
翌
二
年
の
礼
楽
制
定
の
さ
い
参
照
さ
れ
た
の
も
、
金
の
太
常
寺
掌
故
張
珍
の
『
上
代
世
範
纂
要
』

で
あ
っ
た
）
。
そ
も
そ
も
こ
の
「
増
類
」
本
に
お
い
て
、
《
朝
官
職
事
》
の
み
品
級
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
す
ぐ
あ
と
の
巻
斗
「
官
制
類

俸
給
」
《
朝
官
俸
給
》
と
セ
ッ
ト
で
併
せ
参
照
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
省
略
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
《
朝
雲
職
事
》
に
み
え
る
「
登
聞
検
院
」
、
「
典
衛
司
」
の
ふ
た
つ
の
職
は
、
至
正
四
年
（
一
三
四
四
）
、
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
で
編

纂
ざ
れ
た
正
史
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
金
史
』
の
解
説
に
よ
る
と
、
噸
泰
和
律
』
に
は
記
載
が
な
く
、
『
士
民
須
知
』
な
る
書
物
に
拠
っ
た
と
い
う
。

こ
の
『
士
民
須
知
』
、
華
北
の
行
政
区
画
の
量
見
も
収
録
し
て
い
た
よ
う
で
、
お
そ
ら
く
は
『
農
林
広
記
』
に
似
た
類
書
だ
っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル

は
、
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
の
こ
ろ
か
ら
圃
遼
史
』
、
『
金
史
』
、
『
宋
史
』
の
編
纂
を
意
識
し
て
お
り
、
元
好
問
、
王
鴉
等
の
努
力
に
よ
っ
て
、
『
実

録
』
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
本
資
料
が
集
積
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
㎎
事
林
広
記
』
の
記
事
よ
り
も
簡
略
な
記
事
し
か
載

せ
な
い
場
合
が
あ
る
。
意
図
し
て
の
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
い
っ
ぽ
う
《
外
任
職
員
》
は
、
巻
石
「
官
制
類
　
俸
給
」
《
外
任
俸
給
》
の
そ
れ
、
『
金
町
隠
の
「
百
官
志
」
と
は
ま
っ
た
く
対
応
し
な
い
。

そ
し
て
、
一
見
す
る
だ
け
で
も
、
現
行
の
『
元
典
章
』
の
巻
七
「
吏
十
一
・
官
制
」
《
職
品
》
［
内
外
文
武
職
品
］
（
大
徳
七
年
～
大
徳
十
一
年
頃
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

至
徳
年
間
の
『
事
林
広
記
嚇
が
記
す
「
外
任
諸
衙
門
官
職
」
（
至
大
四
年
～
皇
霊
元
年
頃
）
、
カ
ラ
・
ホ
ト
文
書
F
6
1
一
W
4
（
鑑
定
年
間
以
降
）

よ
り
も
早
い
段
階
の
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
翰
墨
全
書
』
、
圃
古
今
事
文
類
聚
』
が
言
及
し
な
い
職
も
多
々
あ
り
、
文
字
通
り
唯
一
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無
二
の
資
料
で
あ
る
。
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
即
位
時
に
は
、
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代
の
否
定
の
た
め
に
、
い
っ
た
ん
百
司
の
二
級
が
上
が
っ
て
い
た

も
の
を
す
べ
て
“
至
元
の
旧
制
”
に
ひ
き
も
ど
し
た
か
ら
、
増
寸
時
に
も
こ
う
し
た
古
い
情
報
は
、
の
こ
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
⑭

た
の
だ
ろ
う
。

　
至
順
刊
本
は
、
巻
頭
の
至
元
元
年
の
聖
旨
、
条
画
に
つ
づ
け
て
、
大
徳
十
一
年
十
二
月
日
の
詔
書
の
条
画
一
款
を
増
補
す
る
。
資
品
表
と
同

様
、
お
そ
ら
く
延
祐
年
間
以
降
に
加
え
ら
れ
た
情
報
だ
ろ
う
。
「
刑
法
類
」
の
情
報
や
こ
の
記
事
の
直
後
の
大
元
ウ
ル
ス
治
下
の
［
官
員
禄
魔

俸
給
］
が
江
南
の
官
吏
し
か
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
長
治
三
年
（
一
三
二
三
）
の
『
大
元
通
制
』
や
開
元
典
章
瞼
を
参
照
し
た
可

能
性
も
高
い
。
旧
南
宋
領
の
官
僚
が
ほ
ぼ
み
な
鬼
籍
に
入
っ
た
至
順
以
降
の
刊
本
で
は
、
南
宋
の
情
報
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、
金
朝
以
来
の

「
華
北
と
の
対
比
」
は
な
く
な
り
、
完
全
に
「
混
一
」
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
で
は
、
こ
の
叡
山
文
庫
本
の
リ
ス
ト
は
、
い
つ
ご
ろ
の
状
況
を
示
す
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ィ

　
安
西
王
府
の
開
設
は
至
尊
九
年
の
冬
、
マ
ン
ガ
ラ
の
死
に
と
も
な
い
、
い
っ
た
ん
廃
止
さ
れ
る
の
が
歯
元
十
七
年
六
月
。
從
三
品
の
理
無
畏

グ
　
ル

蚕
児
公
事
官
も
、
至
元
十
一
年
設
置
、
至
元
十
八
年
二
月
に
は
北
殿
都
護
摩
に
改
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
正
二
晶
の
諸
楽
都
統
領
使
司
は
、
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

元
十
三
年
正
月
に
通
政
院
に
改
組
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
至
元
十
一
、
十
二
年
の
わ
ず
か
二
年
の
あ
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
た
だ
し
、
正

五
品
の
三
号
司
兼
辮
験
官
は
、
『
永
楽
大
典
』
巻
～
＝
九
「
広
画
竜
」
の
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
至
元
十
四
年
の
設
置
で
し
か
も
秩
従
五
品
で
あ
る
）
。
そ

れ
は
、
こ
の
リ
ス
ト
が
旧
南
宋
領
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
こ
と
と
も
合
う
。

　
と
り
あ
え
ず
、
金
朝
時
代
の
官
制
を
踏
襲
す
る
入
費
八
年
以
前
の
華
北
の
《
外
任
職
員
》
の
み
、
新
し
い
情
報
に
差
し
替
え
ら
れ
た
。
新
し

い
《
野
宮
職
事
》
は
、
こ
の
時
点
で
は
入
手
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
対
馬
本
の
当
該
巻
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
差
し
替
え
は
、
あ
る
い
は
、
大
徳
年
間
の
最
初
の
「
増
類
（
新
増
こ
の
さ
い
に
行
わ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
う
じ
既
に
書
騨
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
発
行
、
流
通
し
て
い
た
と
い
う
『
難
民
要
覧
』
、
開
勢
車
条
章
』
、
も
し
く
は
『
金
玉
新
書
』
、
『
官
営
準
用
』
の
類
を
参
照
し
た
可
能
性
も
あ

る
。
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そ
し
て
、
こ
の
《
外
任
職
員
》
の
リ
ス
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
『
元
典
章
』
巻
七
「
吏
部
一
・
官
制
こ
《
職
品
》
に
［
拾
雲
脂
照

三
論
雑
書
］
の
項
目
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
が
真
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
解
由
状
に
記
さ
れ
る
各
官
の
履
歴
や
過
去
の
案
件
を
調
べ

た
り
、
各
官
庁
の
題
名
碑
な
ど
の
撰
文
を
依
頼
さ
れ
た
り
し
た
さ
い
、
既
に
廃
止
に
な
っ
た
職
官
の
品
級
表
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
。
ま

た
、
至
元
十
一
年
か
ら
至
元
十
二
年
の
あ
い
だ
の
状
況
を
示
す
《
外
任
職
員
》
と
照
合
す
れ
ば
、
こ
の
［
上
襲
備
照
品
書
雑
職
］
の
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
ル
ギ
ズ

は
、
廃
止
時
期
を
数
段
階
に
分
類
で
き
る
一
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
ア
リ
ク
・
ブ
ケ
家
、
オ
イ
ラ
ト
諸
部
族
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
乞
里
乞
思

等
処
断
事
官
の
存
廃
は
、
じ
つ
は
、
カ
イ
ド
ウ
の
台
頭
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
の
だ
　
　
。
し
か
も
、
同
じ
職
官
で
も
品
級
が
移
動
し
て
い
る

場
合
も
あ
る
。
《
外
任
職
員
》
に
し
か
み
え
な
い
職
も
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
正
四
品
の
節
度
使
に
つ
い
て
は
、
中
統
四
年
五
月
、
九
月
に
立
石
さ
れ
た
碑
の
関
係
者
リ
ス
ト
の
な
か
に
息
差
節
度
使
、
宣
差

節
度
同
署
、
滑
州
節
度
判
官
の
肩
書
き
を
も
つ
者
が
い
る
こ
と
、
上
元
二
年
の
段
階
で
三
和
な
る
人
物
が
緯
陽
軍
節
度
使
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

大
元
ウ
ル
ス
初
期
、
金
制
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
す
で
に
清
朝
無
難
年
間
の
考
証
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
節

度
使
の
廃
止
の
時
期
と
原
因
を
、
至
元
初
め
、
諸
富
に
総
管
府
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
て
い
た
点
は
、
大
幅
に
修
正
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
定
海
軍
節
度
判
官
で
あ
っ
た
と
い
う
羅
世
栄
の
神
道
碑
な
ど
も
読
み
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
朝
以
来
の
三
品
の
位
階
は
、
い
っ
た
い
い
つ
、
繰
り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
『
元
史
』
巻
八
三
「
選
挙
志
三
」
は

　
　
凡
そ
文
武
の
散
漫
は
、
多
く
金
の
制
を
采
用
し
、
三
世
の
初
め
、
散
飯
は
例
と
し
て
職
事
よ
り
二
等
を
降
す
。
至
元
二
十
年
、
始
め
て
陞
官
の
職
、
品
と

　
　
対
す
る
も
、
九
品
に
散
官
無
け
れ
ば
、
之
を
「
平
頭
勅
」
と
謂
う
。

と
い
う
。
風
邪
二
十
年
の
時
点
で
は
、
も
は
や
平
角
に
正
従
九
品
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
《
外
任
職
員
》
の
記
事
の
差
し
替
え
時
に
は
、

ま
だ
《
大
元
文
武
官
品
之
図
》
が
有
効
だ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
至
元
十
年
以
降
の
十
年
間
に
限
定
さ
れ
る
。

　
至
論
十
一
年
、
南
宋
の
牙
城
で
あ
っ
た
焚
城
、
魚
津
の
降
伏
以
降
、
将
軍
バ
ヤ
ン
は
江
南
を
ゆ
っ
く
り
と
進
軍
、
各
地
を
ほ
と
ん
ど
戦
う
こ

と
な
く
接
収
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
、
現
状
維
持
の
原
則
の
も
と
に
、
そ
れ
ま
で
の
官
職
と
同
等
の
地
位
を
保
証
す
る
任
命
状
を
乱
発
し
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た
。
し
か
し
、
国
元
十
三
年
、
杭
州
の
事
象
朝
廷
が
無
血
開
城
し
、
じ
っ
さ
い
に
南
北
混
一
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
す
ぐ
問
題
と
な
っ
て
き

た
の
が
、
こ
の
旧
里
宋
治
下
の
文
武
の
官
僚
の
処
遇
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
そ
れ
以
前
に
、
接
収
に
あ
た
っ
て
功
績
の
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
軍

の
そ
れ
ぞ
れ
に
褒
賞
と
し
て
江
南
に
お
け
る
権
益
、
宮
職
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ポ
ス
ト
が
足
り
な
く
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
い
っ
て
、
下
掛
宋
の
面
々
を
そ
の
ま
ま
失
職
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
不
満
は
つ
も
り
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府
に
と
っ
て
は
不
安
材
料
と
な
る
。
そ
こ

で
、
ク
ビ
ラ
イ
、
チ
ン
キ
ム
が
と
っ
た
の
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
段
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
将
軍
バ
ヤ
ン
に
命
じ
て
灘
南
宋
政
府
の
高
宮
と
学
生
た
ち
を
と
り
あ
え
ず
い
っ
た
ん
す
べ
て
上
都
に
連
れ
帰
ら
せ
た
。
正
二
品
以
上

で
あ
っ
た
官
僚
は
そ
の
ま
ま
中
央
で
職
を
与
え
、
そ
れ
以
下
の
官
と
学
生
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
数
年
の
問
に
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
見
極
め
、

前
者
は
以
前
と
ほ
ぼ
同
じ
ラ
ン
ク
の
地
方
官
等
に
任
命
、
後
者
は
役
に
た
つ
も
の
だ
け
留
め
て
あ
と
は
帰
ら
せ
た
。
そ
し
て
、
江
南
が
落
ち
着

く
ま
で
し
ば
ら
く
し
の
ぎ
、
西
元
十
七
年
か
ら
遷
転
官
員
の
法
、
俸
禄
表
を
整
理
し
な
お
し
、
至
元
十
九
年
秋
（
江
南
接
収
後
の
自
転
か
ら
数
え

て
二
期
目
）
、
そ
れ
ま
で
の
昇
進
、
転
任
、
左
遷
等
の
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
を
断
行
し
た
。
そ
の
結
果
、
旧
南
宋
の
三
品
は
な
ん
と
六
品
へ
、
ひ

ど
い
場
合
は
四
ラ
ン
ク
格
下
げ
、
七
品
、
八
品
の
下
級
宮
僚
だ
っ
た
も
の
は
、
い
き
な
り
九
品
目
り
下
の
案
騰
、
税
務
監
當
官
や
巡
検
（
交
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

勤
務
の
警
官
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
務
、
隠
笠
ポ
ス
ト
に
仕
払
を
希
望
す
る
大
量
の
人
々
を
詰
め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ク
ひ
と
つ
上
げ
る
だ
け
で
も
九
年
か
ら
十
二
年
の
歳
月
を
要
し
、
し
か
も
そ
れ
を
何
度
も
く
り
か
え
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
キ
ャ
リ
ア

に
な
る
ま
で
の
道
の
り
は
気
が
遠
く
な
る
話
と
な
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
入
流
し
た
職
事
の
官
吏
た
ち
の
潤
滑
な
遷
転

シ
ス
テ
ム
は
守
ら
れ
る
と
い
う
目
算
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
資
品
も
九
品
前
後
を
フ
ァ
ジ
ー
な
状
態
に
し
て
し
ま
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
も
と
も
と
宣
勅
を
も
ら
っ
て
い
た
華
北
の
宮
僚
た
ち
は
護
ら
れ
、
し
か
も
給
料
、
席
次
、
封
〆
、
服
色
砂
の
根

拠
の
ひ
と
つ
と
な
る
資
品
も
ひ
と
つ
上
が
る
わ
け
だ
か
ら
、
不
満
が
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
そ
こ
に
カ
ラ
ク
リ
が
あ
っ
た
。
じ
じ
つ
、
の
ち
至

正
四
年
に
江
南
賢
台
が
編
纂
、
刊
行
し
た
『
至
正
金
陵
新
志
』
七
六
「
題
名
」
を
み
る
と
、
至
聖
十
九
年
よ
り
前
の
任
官
者
は
、
事
情
を
知
ら

な
い
人
た
ち
の
誤
解
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
て
だ
ろ
う
、
資
品
が
記
さ
れ
な
い
。
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こ
の
覗
事
書
広
記
瞼
の
テ
キ
ス
ト
は
、
対
馬
本
と
同
様
、
ク
ビ
ラ
イ
と
チ
ン
キ
ム
の
不
仲
、
三
年
間
に
わ
た
る
チ
ン
キ
ム
の
カ
ア
ン
即
位
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
う
大
元
ウ
ル
ス
最
大
の
タ
ブ
ー
が
生
じ
る
以
前
の
デ
ー
タ
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、
『
元
典
章
暁
、
『
大
元
通
制
』
を
補
い
、
魍
元
史
』
の
「
百

官
志
」
を
書
き
か
え
る
根
本
資
料
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
、
『
元
典
章
』
や
至
順
刊
本
に
列
挙
さ
れ
る
内
外
の
官
職
は
、
そ
の
一
覧
表
の
成
立
時

期
、
重
層
構
造
を
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
時
期
に
一
律
に
適
用
し
、
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
㎎
元
史
』

の
各
志
は
、
既
知
の
元
刊
本
『
事
林
広
記
勧
と
同
じ
至
順
年
間
に
、
文
宗
ト
ク
・
テ
ム
ル
の
聖
旨
の
も
と
、
編
纂
さ
れ
た
『
経
世
大
典
』
に
依

拠
す
る
。
こ
れ
ら
の
国
家
編
纂
物
や
官
僚
た
ち
の
も
の
し
た
文
章
が
と
き
に
一
様
に
口
を
喋
ん
で
語
ら
な
い
こ
と
、
鋸
葉
を
飾
り
ウ
ソ
を
つ
く

こ
と
、
資
料
と
し
て
の
限
界
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
至
元
年
間
に
つ
い
て
語
る
資
料
は
、
典
籍
、
黒
黒
と
も
に
み
な
、
こ

ん
こ
こ
の
叡
山
文
庫
の
『
事
訳
広
記
』
の
理
解
の
う
え
に
よ
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
別
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
テ
キ
ス
ト
が
見
つ
か
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
ら
に
深
く
、
個
々
の
事
象
を
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
降
ク
ビ
ラ
イ
初
期
に
か
け
て
の
諸
々
の
制
度
は
、
資
料
の
限
界
も
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
未
解
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
金

朝
治
下
の
ジ
ュ
シ
ェ
ン
や
（
カ
ラ
・
）
キ
タ
イ
、
ウ
イ
グ
ル
、
さ
ら
に
は
タ
ン
グ
ト
等
の
経
験
と
知
恵
が
多
く
摂
取
、
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
は
、
こ
の
『
事
林
広
記
』
の
例
か
ら
も
想
像
に
難
く
な
い
。
バ
ト
ゥ
や
フ
レ
グ
を
は
じ
め
、
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
は
、
大
元
ウ
ル
ス
の
版
図
内
に

も
投
下
領
と
よ
ば
れ
る
所
領
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
ロ
シ
ア
や
中
央
ア
ジ
ア
、
中
東
方
面
と
絶
え
ず
人
、
モ
ノ
、
情
報
が
交
流
し
て
い

た
。
各
ウ
ル
ス
の
創
設
期
に
お
い
て
、
ケ
シ
ク
制
や
ク
リ
ル
タ
イ
、
ト
イ
等
と
は
別
に
、
当
該
版
図
で
の
官
制
、
朝
儀
の
装
い
、
行
政
区
画
の

設
定
、
各
投
下
の
現
実
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
か
、
こ
ん
ご
詳
細
に
比
較
、
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　
①
オ
ゴ
デ
イ
の
二
年
（
～
二
三
五
）
、
モ
ン
ケ
の
元
年
（
＝
～
五
｝
）
に
い
ち
お
　

②
『
蔵
春
詩
集
』
巻
六
「
拝
光
禄
大
夫
太
保
参
雪
中
書
望
事
制
」
（
中
江
五
年
八

　
　
う
大
ま
か
な
が
ら
華
北
統
治
の
官
制
が
定
め
ら
れ
た
。
『
山
右
石
刻
六
日
隔
巻
三
　
　
　
　
月
日
）
、
『
仏
祖
歴
代
通
載
㎞
巻
～
二

　
　
〇
「
王
氏
世
徳
碑
」
、
巻
瓢
＝
「
梁
瑛
碑
」
、
『
四
庫
全
書
総
目
服
巻
八
四
「
政
書
　
③
『
元
最
小
巻
五
「
世
祖
本
紀
」
［
至
元
元
年
八
月
乙
巳
（
四
日
）
］
、
巻
五
「
世

　
　
類
存
目
」
、
『
通
鑑
続
編
』
巻
二
四
「
庚
午
六
年
春
正
月
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祖
本
紀
」
［
至
元
元
年
十
二
月
半
巳
、
庚
午
］
、
［
至
元
二
年
二
月
甲
子
］
、
［
至
元
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二
年
閏
五
月
丙
寅
］
、
『
通
南
条
格
騙
巻
六
「
選
挙
」
《
麿
例
》
、
『
山
右
石
刻
叢

　
編
』
巻
二
七
「
劉
会
碑
」
、
魍
民
国
重
修
新
城
県
議
』
二
二
「
元
軸
元
二
年
初
建

　
儒
学
記
碑
」

④
『
元
典
章
』
回
目
「
吏
部
二
・
官
制
」
《
承
諾
》
［
品
碧
羅
叙
体
例
］
、
巻
十
一

　
　
「
吏
部
五
・
職
制
」
《
代
満
》
［
代
官
到
任
務
方
許
離
職
］

⑤
前
掲
「
対
馬
宗
家
旧
蔵
の
元
刊
本
『
事
林
広
記
紬
に
つ
い
て
」
【
図
3
】
参
照
。

⑥
い
ず
れ
の
類
書
も
『
事
林
広
記
隔
と
同
様
、
朝
鮮
、
日
本
で
盛
ん
に
利
用
さ
れ

　
た
。
な
お
、
二
〇
〇
二
年
、
韓
国
の
慶
州
孫
氏
の
邸
宅
で
、
安
承
俊
に
よ
り
、

　
　
『
至
正
輪
帯
隔
、
『
山
居
四
要
』
（
『
事
林
広
記
臨
や
『
居
家
必
用
隔
と
似
た
内
容

　
を
も
つ
）
、
『
新
編
古
今
事
文
類
聚
』
の
元
刊
本
が
ま
と
ま
っ
て
発
見
さ
れ
た
。

⑦
認
定
二
年
に
、
江
西
行
省
検
校
官
の
王
元
亮
が
唐
律
と
金
柑
・
大
元
ウ
ル
ス
の

　
律
を
比
較
、
図
表
化
し
『
纂
例
㎞
と
し
て
纏
め
、
二
年
後
に
は
龍
興
路
で
刊
行

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
と
う
じ
『
泰
和
律
令
臨
の
閲
覧
は
さ
ほ
ど
困

　
難
で
は
な
く
、
大
元
ウ
ル
ス
の
単
制
度
と
の
区
別
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
な

　
お
、
甲
水
門
大
典
口
巻
七
五
～
七
「
議
官
」
に
も
噌
泰
和
定
律
』
の
逸
文
が
の
こ

　
る
。

⑧
『
元
史
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
山
東
の
霊
巌
寺
に
今
も
立
つ
モ
ン
ゴ
ル
語
直

　
訳
体
聖
旨
碑
に
よ
れ
ば
、
ク
ビ
ラ
イ
は
、
天
寿
節
（
カ
ア
ン
の
誕
生
日
）
の
八

　
月
二
八
日
、
テ
ィ
ベ
ッ
ト
に
近
い
貴
徳
州
の
必
赤
里
に
ま
で
出
張
っ
て
き
て
い

　
た
。
至
元
四
年
は
、
パ
ク
パ
の
言
に
よ
っ
て
金
転
輪
聖
王
と
し
て
白
傘
蓋
の
仏

　
事
を
初
め
て
行
い
大
都
建
設
に
と
り
か
か
っ
た
年
で
あ
る
。
バ
ラ
ク
と
チ
ャ
ガ

　
タ
イ
・
ウ
ル
ス
全
体
へ
の
睨
み
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
前
後
の
『
元
史
』
本

　
紀
、
『
安
南
智
略
臨
巻
　
一
「
大
元
詔
制
」
［
至
元
四
年
七
月
諭
安
白
癬
］
な
ど
か

　
ら
辿
っ
て
も
、
そ
の
動
き
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
重
大
で
あ
る
。
槻
霊
巌
寺
』

　
　
（
文
物
出
版
社
　
一
九
九
九
年
）
、
『
泰
山
石
刻
大
観
輪
（
線
装
潜
局
　
二
〇
〇
二

　
年
）
。
な
お
、
舩
田
善
之
「
蒙
文
直
訳
体
の
展
開
－
霊
薬
壁
皿
旨
碑
の
事
例
研

　
究
1
」
（
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
半
　
ニ
○
〇
七
年
三
月
）
は
、
移
録
に

　
限
れ
ば
正
確
だ
が
、
全
体
の
把
握
、
個
々
の
分
析
と
も
に
粗
雑
と
い
わ
ざ
る
を

　
え
な
い
（
こ
の
年
こ
の
日
を
選
ん
で
禅
宗
の
大
刹
に
聖
旨
を
発
令
し
た
こ
と
の

　
価
値
に
す
ら
き
つ
い
て
い
な
い
）
。

⑨
『
元
史
紬
巻
貝
「
世
祖
本
紀
扁
［
冬
十
月
丙
戌
朔
］
、
『
瀧
右
金
石
録
』
巻
五

　
　
「
宝
慶
寺
記
」

⑩
至
元
七
年
八
月
の
段
階
で
も
、
会
議
、
宴
会
等
に
お
け
る
文
武
の
官
の
席
順
を
、

　
　
『
泰
和
臨
写
に
依
拠
し
て
①
職
官
の
品
野
曝
②
同
等
の
場
合
は
着
任
順
③
同
時

　
着
任
の
場
合
は
散
田
の
晶
級
順
と
定
め
て
い
る
。
『
元
典
章
幅
巻
十
三
門
吏
部

　
七
・
公
規
一
」
《
屡
次
》
［
官
職
同
者
先
授
在
上
］
、
『
滋
渓
文
墨
隔
巻
ニ
ニ
「
故

　
昭
文
館
大
学
士
中
奉
大
夫
知
太
史
院
侍
嘉
事
趙
文
昭
公
行
状
」

⑪
『
元
史
臨
巻
八
「
世
祖
本
紀
」
［
首
元
十
二
年
十
｝
月
甲
午
］
、
響
岡
麗
忠
節

　
要
輪
巻
一
九
門
忠
烈
王
元
年
八
月
」
、
遡
高
麗
史
』
巻
二
八
「
忠
烈
王
琶
家
一
」

　
　
［
冬
十
月
庚
戌
］
、
巻
二
九
「
忠
列
王
世
家
二
」
［
五
年
夏
四
月
］

⑫
『
高
麗
史
』
巻
三
二
「
忠
烈
王
世
家
五
」
［
三
十
四
年
五
月
丙
戌
、
六
月
辛
丑
］
、

　
巻
一
一
一
一
一
一
「
睡
蓮
旦
王
…
世
家
一
」
　
［
忠
列
…
王
一
二
十
四
年
十
一
月
辛
未
］

⑬
　
李
逸
友
『
黒
城
出
土
文
書
（
漢
文
文
書
巻
）
隔
（
科
学
出
版
社
　
｝
九
九
一
年

　
図
版
伍
）

⑭
　
　
『
元
縦
隔
巻
二
四
「
仁
宗
本
紀
」
［
至
大
四
年
三
月
乙
酉
】

⑮
門
元
史
』
巻
十
一
「
世
祖
本
紀
」
、
『
国
朝
臣
類
』
巻
四
九
「
中
瞥
左
通
李
忠
宣

　
公
行
状
」

⑯
『
永
楽
大
典
』
巻
～
九
四
～
六
「
靖
赤
」

⑰
『
歴
代
名
臣
奏
議
山
江
六
七
鄭
介
夫
「
上
奏
～
綱
二
十
目
・
定
律
偏
、
『
四
庫
全

　
轡
総
目
馳
巻
八
四
「
政
連
類
存
穏
」
。
な
お
、
『
翰
墨
全
書
立
后
丁
集
巻
五
「
器

　
用
門
・
書
簡
」
に
は
、
と
う
じ
江
南
で
は
流
嘉
し
て
い
な
か
っ
た
華
北
刊
行
の

　
　
『
断
想
』
六
冊
を
郎
等
か
ら
借
り
う
け
筆
写
す
る
と
い
う
例
文
が
あ
げ
ら
れ
て

　
い
る
。
河
南
安
陽
の
出
身
で
福
建
路
草
運
副
使
と
な
っ
た
梁
珠
に
も
、
魍
官
吏
須

　
用
㎞
十
六
巻
、
『
唐
律
類
要
蜘
六
巻
の
著
作
が
あ
る
。
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⑱
『
山
山
石
刻
叢
編
』
巻
二
六
「
緯
陽
軍
節
度
使
斬
公
神
道
碑
」
、
『
常
山
貞
石

　
志
』
巻
一
五
「
晋
州
西
岳
急
雷
」
、
『
滑
県
金
石
愛
撫
巻
七
「
大
朝
蒙
古
国
滑
州

　
自
馬
県
太
平
郷
岳
村
創
修
寧
真
観
碑
」

⑲
呉
藪
田
闘
源
遠
流
長
的
東
莱
文
明
ー
ー
平
常
歴
代
碑
刻
研
究
㎞
（
山
東
人
民
出

　
版
社
　
一
　
○
〇
四
年
　
一
二
～
一
六
頁
）
。
こ
の
碑
は
皇
慶
元
年
の
立
石
と
さ
れ
、

　
そ
こ
に
記
さ
れ
る
毛
馬
栄
の
子
供
た
ち
の
経
歴
の
信
愚
性
、
史
料
的
価
値
は
と

　
も
に
高
い
。
た
だ
、
額
と
等
身
の
内
容
が
合
致
せ
ず
、
“
大
元
”
を
”
元
”
と
す

　
る
な
ど
、
明
代
以
降
に
少
な
く
と
も
一
度
、
子
孫
に
よ
っ
て
彫
直
し
さ
れ
て
い

　
る
。

⑳
甲
羅
典
章
㎞
巻
軸
「
早
撃
二
・
官
制
二
」
《
殺
到
》
［
官
員
遷
転
炉
］
。
た
と
え

　
ば
、
五
心
史
』
、
『
元
三
』
に
名
前
の
み
え
る
導
師
孟
は
、
大
都
に
四
年
間
留
め
ら

　
れ
た
あ
と
、
あ
ら
た
め
て
藷
議
大
夫
、
潭
州
路
総
管
、
行
涯
東
道
宣
慰
副
使
に

　
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
方
回
撰
「
直
江
薬
毒
議
呂
公
墓
誌
銘
」
（
『
江
南
の
文
物

　
H
』
明
石
市
立
文
化
博
物
館
　
二
〇
〇
　
年
　
六
七
頁
）
参
照
。

⑳
　
至
元
十
七
年
十
二
月
、
二
十
年
六
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
大
元
ウ
ル
ス
が
忠

　
烈
王
を
冊
し
て
“
開
府
儀
同
一
二
司
中
書
左
丞
相
行
中
書
省
事
”
、
“
征
東
中
書
省

　
左
丞
相
”
と
し
て
い
る
の
は
、
チ
ン
キ
ム
の
カ
ア
ン
即
位
時
と
、
ク
ビ
ラ
イ
の

　
復
位
時
を
示
す
目
安
と
な
ろ
う
。
門
高
麗
史
㎞
巻
二
九
「
忠
烈
王
世
家
」
［
六
年

　
十
二
月
辛
卯
】
、
［
九
年
六
月
癸
未
】

⑫
　
王
禎
の
門
農
書
』
や
『
永
楽
大
典
隔
巻
六
六
二
門
馬
塵
旧
規
」
、
巻
七
七
〇
二

　
　
「
北
京
」
、
巻
八
六
二
八
「
遠
行
」
、
巻
八
六
二
九
「
修
行
」
な
ど
に
引
か
れ
る

　
　
糊
事
類
全
轡
隔
も
、
『
博
聞
録
隔
、
初
期
の
糊
里
林
広
記
㎞
、
開
三
家
必
用
事
類
全

　
集
㎞
（
郡
幣
雲
門
四
庫
簡
明
目
録
標
注
』
に
よ
れ
ば
、
編
者
は
李
梓
。
『
翰
墨
全

　
書
㎞
や
『
事
林
広
記
㎞
を
刊
行
し
た
呉
氏
友
子
轡
堂
・
椿
荘
書
院
に
よ
る
後
至

　
元
五
年
の
甲
～
癸
十
集
本
の
ほ
か
、
前
集
十
二
巻
後
集
十
巻
で
構
成
さ
れ
る
　
兀

　
刊
本
も
あ
っ
た
）
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
挿
絵
入
り
の
類
書
で
あ
っ

　
た
。
あ
る
い
は
、
隅
古
今
韻
会
挙
要
』
や
『
金
石
例
』
に
引
用
さ
れ
る
『
事
祖
広

　
記
』
も
類
似
の
書
か
。

⑬
　
『
元
史
』
巻
一
一
〇
「
三
公
表
扁
に
よ
れ
ば
、
大
モ
ン
ゴ
ル
初
期
の
記
事
を
多

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
く
載
せ
る
『
叢
林
広
記
隔
な
る
轡
が
あ
っ
た
と
い
う
（
和
与
は
首
都
カ
ラ
・
コ

　
ル
ム
の
漢
訳
）
。
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五
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
天
台
宗
の
僧
侶
た
ち
は
、
金
末
か
ら
大
元
ウ
ル
ス
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
を
、
ほ
ぼ
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
知
っ
て
い
た
。
じ
ゅ

う
ら
い
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
大
陸
と
日
本
の
交
流
は
、
ど
う
し
て
も
十
四
世
紀
以
降
め
ざ
ま
し
い
展
開
を
と
げ
る
鎌
倉
、
京
都
五
山
を
中
心
と

し
た
禅
宗
に
焦
点
が
絞
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
、
た
と
え
ば
馬
身
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
（
ま
さ
に
叡
山
文
庫
の
『
事
林

広
記
』
に
記
録
さ
れ
る
官
制
が
運
用
さ
れ
て
い
た
頃
）
、
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
お
よ
び
高
麗
か
ら
日
本
に
送
ら
れ
た
外
交
文
書
の
写
し
は
、
東
大
寺
尊

勝
院
や
興
福
寺
一
乗
院
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
の
西
大
寺
に
は
、
パ
ク
パ
字
を
刻
む
普
選
心
事
の
『
大
蔵
経
』
も
伝
わ
る
。
そ
れ
に
、
考



叡山文庫所蔵のf＄林広記』写本について（宮）

え
て
み
れ
ば
、
鎌
倉
の
称
明
寺
や
京
都
の
泉
湧
網
の
例
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
と
う
じ
密
教
、
律
宗
、
禅
宗
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
諸
宗
兼

学
が
ふ
つ
う
と
さ
れ
、
医
学
や
薬
学
、
卜
占
、
陰
陽
、
音
楽
な
ど
の
雑
学
も
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
漢
籍
、
と
く
に
最
新
の
情
報
を

伝
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
の
精
髄
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
る
類
書
の
輸
入
は
、
い
ず
こ
に
お
い
て
も
絶
え
ず
極
め
て
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。

　
文
献
上
の
記
述
と
現
地
、
現
物
の
照
合
作
業
－
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
の
対
外
交
流
の
拠
点
、
あ
る
い
は
公
家
、
守
護
大
名
た
ち
の
文

化
サ
ロ
ン
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
寺
院
を
中
心
に
調
査
を
す
す
め
、
舶
来
の
刊
本
の
み
な
ら
ず
、
写
本
、
文
書
の
紙
背
、
抄
物
、

日
本
で
編
纂
さ
れ
た
韻
書
・
類
書
の
引
用
に
も
目
を
む
け
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
同
時
期
の
醍
醐
寺
三
宝
院
や
興
福
寺
大
乗
院
、
高
野
山
の
学

問
体
系
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
学
と
中
国
学
、
歴
史
・
文
学
・
語
学
・
宗
教
・
美
術
と
い
っ
た
学
問
の
垣
根
は
も
と
よ
り
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

量
・
近
世
な
る
時
代
区
分
も
取
り
払
っ
て
、
資
料
を
博
捜
し
、
総
合
的
に
考
え
て
い
く
時
期
が
き
て
い
る
。

　
そ
の
は
じ
ま
り
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
は
、
こ
の
象
徴
的
か
つ
貴
重
な
叡
山
文
庫
の
写
本
が
、
対
馬
宗
家
高
蔵
の
元
刊
本
と
あ
わ
せ
て
影

印
公
刊
の
は
こ
び
と
な
り
、
各
分
野
で
広
く
利
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
関
係
各
位
の
善
処
に
期
待
し
た
い
。

①
と
き
に
、
江
戸
時
代
の
資
料
も
有
効
で
あ
る
。
さ
い
き
ん
韓
国
の
張
東
翼
が
再

　
発
見
し
価
値
を
措
定
し
た
『
異
国
出
契
㎞
（
京
都
大
学
文
学
部
蔵
）
は
、
十
七
世

　
紀
後
半
に
整
理
さ
れ
た
歴
代
外
交
文
書
集
で
あ
っ
た
。
対
馬
本
の
系
統
の
『
事

　
林
広
記
』
を
み
て
い
た
伊
藤
束
涯
は
、
『
輸
軒
小
盲
』
「
新
羅
鐘
井
元
世
銅
馬
之

　
事
」
で
、
博
多
聖
徳
寺
の
塔
頭
瑞
応
庵
の
墓
地
で
掘
り
出
さ
れ
た
壼
に
、
大
元

　
ウ
ル
ス
の
行
宣
政
院
福
建
分
院
が
客
商
の
謝
福
に
発
行
し
た
銀
錠
な
ど
、
財
宝

　
が
詰
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
挿
絵
入
り
で
詳
し
く
解
説
す
る
。
ま
た
、
か
の
曲
亭

　
（
滝
沢
）
馬
琴
は
、
随
筆
州
燕
石
雑
志
』
の
「
漢
雲
長
［
附
］
漢
寿
亭
侯
」
「
関

　
悔
言
の
追
考
」
に
て
、
京
都
五
山
は
建
仁
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
古
澗
慈
稽
の

　
　
『
三
体
詩
抄
㎞
六
巻
（
伊
藤
東
涯
が
じ
っ
さ
い
に
閲
覧
。
一
乗
寺
曼
殊
院
蔵
の

　
テ
キ
ス
ト
か
）
に
依
拠
し
て
、
足
利
義
満
が
大
陸
か
ら
取
り
寄
せ
た
関
羽
の
像

と
印
、
豊
中
無
怪
（
「
混
一
彊
理
歴
代
国
都
愚
図
」
の
原
図
の
ひ
と
つ
「
広
輪
彊

記
図
」
を
作
っ
た
天
粛
清
溶
の
師
）
の
記
が
、
さ
い
し
ょ
京
都
は
京
極
芝
の
薬

師
（
大
興
寺
）
に
、
そ
の
こ
吉
田
神
楽
岡
の
東
北
院
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
を
伝

え
、
同
時
に
藤
原
貞
幹
咽
好
古
日
録
』
も
参
照
し
な
が
ら
、
明
の
東
皐
心
越
禅
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）
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「
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樽
犀
．
①
信
（
郷
［
］
屈
？
）
」
と
人
名
を
刻
む

一
を
紹
介
し
て
い
る
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究
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に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
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On　the　Manuscript　of　the　Shilinguangy’i　in　Eizan　Bunko　Collection

by

MlyA　Nonko

　　The　Shiliguangy’i密林広記is　an　maustrated　encyclopedia　that　was　compged　dur－

ing　the　period　of　the　rule　of　the　DaiOn　yeke　Mongol　ulus．　lt　was　based　on　the

Bowenlu博聞録of　Chen　Yuanjing山元観，　which　ltad　been　compiled　du血g　the

iast　of　the　Southem　Song　in　the　farned　publishing　center　of　Jian’an雨露in　Fujian

福建．Revised　editions　of出e　work　con㎞ued　to　be　published　down　to　the　Ming

dynasty　era．　The　encyclopedia　was　widely　employed　by　aristocrats，　bureaucrats，

and　Buddhist　priest　on　the　Korean　pertiRsula　and　in　Japan．　lt　played　an　important

role　in　fostering　a　common　culture　that　transcended　historical　periods　and　geog－

raphic　boundaries．　Several　editions　are　extant，　but　recently　the　existence　of　Yuan－

era　printed　edition，　that　seems　to　have　passed　through　the　hands　of　Zen　priests　of

the　Gozan　temples　in　Kyoto　and　then　to　have　been　possessed　by　the　So宗famlly，

the　rulers　of　the　Tsushima対馬domain，　and　used　in　diplomatic　relations　with廿1e

ernbassies　from　Joseon，　has　been　confirmed．　The　contents　are　older　than　any

other　edition，　and　it　contains　diagrams　and　explanations　of　rites　conducted　at　the

imperial　court　and　the　bureaucratic　system　of　Southern　Song　and　Jin　dynasties　as

well　as　excerpts　from　the　lost　Taiheltiling泰和律：令and　Zhiyuandadiαn至福大典．

But　now，　a　manuscript　version　that　supplements　near｝y　all　the　lacunae　in　the

printed　text　has　been　discovered　at　Eizan　Bunko，　the　collection　of　Tendai　scrip－

ture　at　Omi－Sakamoto　in　Shiga　Prefecture．　The　book　was　once　owned　by　the

Eshin－in　cloister　at　Hieizan　Enryakuji　temple．　As　a　result　of　the　discovery　of　this

manuscript，　there　is　now　a　great　impetus　to　revise　our　understariding　of　the　poli－

tical　and　bureaucratic　system　of　the　f6under　Shizu世祖Khub謝and　even　basic

sources　such　as　the　Yuandian2hang元典章and　the　y磁ηs勉元史．　This　study　col－

lates　the　texts　and　provides　the　complete　text　of　one　fascicle　that　is　devoted　to

the　particularly　irnportant　bureaucratic　system　in　order　that　the　text　be　available

for　use　in　the　future．　lt　includes　a　chart　showing　the　titles　and　ranks　of　regional

oficials　throughout　northern　Clma　from　a　period　earlier　than　the　Yuandianzhang，

from　1〈hubilai　accession　to　the　Khanate　to　the　absorption　of　the　Southern　Song．　ln

addition，　by　comparing　various　sources，　1　demonstrate　that　the　honorary　tities　that

paralleled　the　bureaucratic　hierarchy　and　the　establishment　of　regional　ofices　dur一
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ing　the　period　followed　the　system　of　the　Jin　dynasty．

The　Modbication　of　the　Twelve－anmal　Cycle　in　the　Cultural　Sphere

　of　Literary　Persian：　A　Consideration　of　the　Twelve－animal　Cycle

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Timurid　Period

by

ISAHAYA　Yoichi

The　Mongol　invasion　of　early　thirteenth　century　had　an　enorrnous　impact　on　the

cultural　sphere　of　Hterary　Persian．　This㎞pact　ranged　over　various　rea㎞s，　froln

the　political　to　the　culturaL　However，　the　Turko－Mongolian　invaders　were　also血一

且uence（圭by　Iranian　elements　characteristic　of　this　sphere．　Therefbre，鋤e㎞terac－

tion　between　Turko－Mongols　and　kan呈ans　has　been　regarded　as　a　cruc圭a至factor血

the　consideration　of　the　history　of　this　sphere　after　the　Mongo1　invasion．

　　This　paper　examines　the　confiation　of　Turko－Mongolian　and　lranian　elements

from　the　standpoint　of　time　measurements，　and　the　fdcus　of　this　paper　is　the

twelve－animal　cycle．　Due　to　the　con且ation　of　Turko－Mongolian　and　Iranian

elelnents，　time　measurements　in　this　sphere　were　modified．　This　fact　is　embodied

most　clearly　in廿1e　twelve－animal　cycle．　The乞welve－an㎞al　cycle　had　fk　st　been

used　to　represent　years　in　the　Mongol　imperia1　calendar，　wh圭ch　was　based　on　the

Ch三nese　calendrical　system（an三ma1　years）．　Theref6re，　the　beginning　of　each　animal

year　feH　on　Li－chun（立春），　which　marks　the　start　of　the　year　in　the　C㎞ese

ca正endar．　However，　the　start　of　animal　years　was　moved　to　align　With　NawrUz，　the

beginning　of廿1e　Lanian　year，　which　was　fbくed　to　the　Vernal　Equinox　at　that　time．

By　tr合cing　the　process　of　this！皿od蚤cation　and　exam㎞g　this　factor，　we　can　eluc三一

date　one　aspect　of　the　interaction　between　Turko－Mongols　and　Iranians．

　　From　prevlous　studies，　we　kmow　that　the　an圭mal　years　of　the　Timurid　pedod

（13704507），during　whiclt　the　conflation　of　Turko－MongoHan　and　Iranian　elements

is　found　in　its　most　characteristic　form，　are　important　for　exploring　this　modifica－

tion．　Surveying　an圭mal　years血Timurid　sources，　we　can　conclude　that　the　nature

of　the　animal　years　of　the　re呈gn　of　Timer（1370－1405），　the　f6under　of　the　dynasty，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
differs　from　that　du血g　and　after　the　reign　of　Sahrux（1409－1507），　his　de　facto

successor．

　　By　taklng　ar血nal　years　usuaBy　wht亀en　alongside　Hijrl　dates　from　narrative　his一
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